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「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について 

 

 

「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成 18 年３月 31 日老計発

第 0331007 号）の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、令和８年４月１日から適用す

ることとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底

を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。 

なお、令和９年３月31日までの間は、研修の内容について、従前の規定によることと

して差し支えない。 

 



 

 

 
○ 認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について（平成18年３月31日老計発第0331007号厚生労働省老健局計画課長通知）（抄）  

1 

新 旧 

１ 認知症介護基礎研修 

ア～エ （略） 

（削除） 
 
 
オ 要綱４（１）③アの修了証書の様式は、別紙２（１）のとおりとする。 

カ 受講者の受講環境や負担や実施主体の対応の準備等の観点から、上記

ウによる実施が困難である間は、集合型の講義・演習又は同時双方向の

意思疎通等できる方法におけるオンラインによる講義・演習とすること

ができるものとする。 

１ 認知症介護基礎研修 

ア～エ （略） 

オ 別紙１（１）のカリキュラムの適用にあたっては、研修の受講の義務化

や認知症施策推進大綱（令和元年６月１８日認知症施策推進関係閣僚会

議とりまとめ）の趣旨を踏まえ、迅速に適用されることが望ましい。 

カ 要綱４（１）③アの修了証書の様式は、別紙２（１）のとおりとする。 

キ 受講者の受講環境や負担や実施主体の対応の準備等の観点から、上記

ウによる実施が困難である間は、集合型の講義・演習又は同時双方向の

意思疎通等できる方法におけるオンラインによる講義・演習とすること

ができるものとする。 

２ 認知症介護実践研修 

(1) 認知症介護実践者研修 

ア 認知症介護実践者研修は、認知症の人についての正しい理解のもと、

本人・家族が尊厳を保持し、希望をもって暮らすことができるよう認知症

介護の理念、知識・技術を修得するとともに、共生社会の実現に向けた認

知症ケアの質向上ができるようになることをねらいとする。 

 

イ～キ （略） 

 

(2) 認知症介護実践リーダー研修 

ア 認知症介護実践リーダー研修は、認知症の人についての正しい理解の

もと、本人・家族が尊厳を保持し、希望をもって暮らすことができるよう

認知症ケアにおけるチームケアを推進するための知識・技術を修得する

とともに、共生社会の実現に向けた地域の認知症ケアの質向上ができる

ようになることをねらいとする。 

イ～キ （略） 

２ 認知症介護実践研修 

(1) 認知症介護実践者研修 

ア 認知症介護実践者研修は、認知症についての理解のもと、本人主体の

介護を行い、生活の質の向上を図るとともに、行動・心理症状（BPSD）を

予防できるよう認知症介護の理念、知識・技術を修得するとともに、地域

の認知症ケアの質向上に関与することができるようになることをねらい

とする。 

イ～キ （略） 

 

(2) 認知症介護実践リーダー研修 

ア 認知症介護実践リーダー研修は、事業所全体で認知症についての理解

のもと、本人主体の介護を行い、生活の質の向上を図るとともに、行動・

心理症状（BPSD）を予防できるチームケアを実施できる体制を構築する

ための知識・技術を修得すること及び地域の認知症施策の中で様々な役

割を担うことができるようになることをねらいとする。 

イ～キ （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

６ 認知症介護指導者養成研修 

   本研修については、要綱４（６）に定められているところであるが、その

詳細については次によることとする。 

  ア 本研修は、認知症の人についての正しい理解のもと、本人・家族が尊厳

を保持し、希望をもって暮らすことができるよう、認知症介護基礎研修、

６ 認知症介護指導者養成研修 

   認知症介護指導者養成研修については、要綱４（６）に定められていると

ころであるが、その詳細については次によることとする。 

  ア 本研修は、認知症介護従事者が認知症についての理解のもと、本人主体

の介護を行い、生活の質の向上を図るとともに、行動・心理症状（BPSD）
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認知症介護実践者研修及び認知症介護実践リーダー研修を企画・立案し、

講義、演習、実習の講師を担当することができる知識・技術を修得するこ

と及び介護保険施設・事業者等における介護の質の改善について指導す

るとともに、共生社会の実現に向けた認知症施策の推進に関与できるよ

うになることをねらいとする。 

 

イ～ウ （略） 

  エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙１（６）のとおりとする。 

また、オンラインによる研修を実施する場合は、同時双方向の意思疎

通等できる方法により、集合研修と同程度の効果が期待できる科目・内

容の範囲となるよう留意されたい。 

オ （略） 

を予防することができるよう、認知症介護基礎研修、認知症介護実践研

修及び認知症介護実践リーダー研修を企画・立案し、講義、演習、実習の

講師を担当することができる知識・技術を習得すること及び介護保険施

設・事業者等における介護の質の改善について指導するとともに、自治

体等における認知症施策の推進に寄与できるようになることをねらいと

する。 

イ～ウ （略） 

  エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙１（６）のとおりとする。なお、オ

ンラインによる研修を実施する場合は、同時双方向の意思疎通等できる

方法により、集合研修と同程度の効果が期待できる科目・内容の範囲と

なるよう留意されたい。 

オ （略） 

７ 認知症介護指導者フォローアップ研修 

   本研修については、要綱４(７)に定められているところであるが、その

詳細については次によることとする。 

ア～オ （略） 

７ 認知症介護指導者フォローアップ研修 

   認知症介護指導者フォローアップ研修については、要綱４(７)に定めら

れているところであるが、その詳細については次によることとする。 

  ア～オ （略） 

８ （略） ８ （略） 

 
（別紙１） 
(1) （略） 
(2) 認知症介護実践研修 標準カリキュラム 

 ア 認知症介護実践者研修  講義・演習 23 時間(1,380 分) 実習：課題設

定 300 分、職場実習４週間、実習のまとめ 180 分 

 

 

科目 

 

目的 

 

内容 

時間 

数 

区 

分 

原則オン

ラインで

実施する

科目 

１ 認知症ケアの基本 
(1) 認知

症介護実

践者研修

の理解 

認知症ケアを実

践する者の役割

と研修科目との

関 係 性 を 踏 ま

え、研修の概要

・認知症介護実

践者の役割 

・認知症介護実

践者研修の概

要 

60 

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

 

（別紙１） 

(1) （略） 

(2) 認知症介護実践研修 標準カリキュラム 

 ア 認知症介護実践者研修 講義・演習 24 時間(1,440 分) 実習：課題設

定 240 分、職場実習４週間、実習のまとめ 180 分 

 

 

科目 

 

 

 

目的 

 

内容 

時間 

数 

区 

分 

１ 認知症ケアの基本 

（新設） 
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を把握する。認

知症介護の実践

者として自己の

課題を確認し、

研修における学

習目標を明確に

する。 

・課題の明確化 

(2) 認知

症ケアの

理念 

認知症の人の理

解を踏まえた、

認知症の中核症

状、行動・心理症

状（BPSD）、原因

疾患等の正しい

理解に基づいて

認知症ケア理念

の重要性を理解

する。 

 

 

 

 

 

 

・認知症の人の

理解 

・認知症の理解 

・認知症ケアの

理念 

150 

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

(3) 生活

支援の方

法 

日常生活・社会

生活における中

核症状の影響を

理解した上で、

認知症の人の意

思を尊重し、有

する能力に応じ

た生活の支援を

可能とする生活

環境づくりやコ

ミュニケーショ

・生活支援の方

向性 

・認知症によっ

て起きやすい

生活の障害と

有する能力 

・日常生活（食

事・入浴・排

泄・生活管理

等）への支援 

・社会生活（活

210 

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 認知

症 ケ ア

の理念・ 
倫 理 と

意 思 決

定支援 

認知症の人が望

む生活を実現す

るため、認知症

ケアの歴史的変

遷や認知症ケア

の理念、認知症

の原因疾患、中

核症状、行動・心

理症状（BPSD）の

発症要因、認知

症ケアの倫理や

原則、認知症の

人の意思決定支

援のあり方につ

いて理解を深め

る。 

・認知症ケアの

理念と我が国

の認知症施策 
・認知症に関す

る基本的知識 
・認知症ケアの

倫理 
・認知症の人の

意思決定支援 
・自己課題の設 

定 

180 

分 

講

義 
・ 
演

習 

(2) 生活

支援のた

めのケア

の演習１ 

食事・入浴・排泄

等の基本的な生

活 場 面 に お い

て、中核症状の

影響を理解した

上で、認知症の

人の有する能力

に応じたケアと

しての生活環境

づくりやコミュ

ニケーションを

・生活支援のた

めのケア 
・認知症の生活

障害 
・認知症の人の

生活環境づく

り 
・中核症状の理

解に基づくコ

ミュニケーシ

ョン 

300 

分 

講

義 
・ 
演

習 
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ンの実践方法を

理解する。 

動・交流・就労

等）への支援 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 権利

擁護の視

点に基づ

く支援 

権利擁護の観点

から、認知症の

人の意思決定支

援の重要性や、

認知症の人の意

思に基づく適切

な支援方法を理

解し、自分自身

の現状のケアを

見 直 す と と も

に、身体拘束や

高齢者虐待の防

・権利擁護の基

本的知識 

・権利侵害行為

としての高齢

者虐待と身体

拘束 

・権利擁護のた

めの具体的な

取り組み 

120 

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

理解する。 ・生活場面ごと

の生活障害の

理解とケア 
(3) QOL

を 高 め

る 活 動

と 評 価

の観点 

認知症の人の心

理的安定や QOL

（生活・人生の

質）向上を目指

す活動に関する

基本的知識、展

開例、評価の観

点と方法につい

て 理 解 を 深 め

る。 

・アクティビテ

ィの基礎的知

識と展開 
・心理療法やア

クティビティ

の評価方法 
 

60 

分 

講

義 
・ 
演

習 

(4) 家族

介護者の

理解と支

援方法 

在宅で介護する

家族支援を実践

する上で、その

家族の置かれて

い る 状 況 や 心

理、介護負担の

要因を理解し、

必要な支援方法

が展開できる。 

・家族介護者の

理解 
・家族介護者の

心理 
・家族介護者の

支援方法 

90 

分 

講

義 
・ 
演

習 

（新設） 
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止の意識を深め

る。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 家族

介護者の

理解と支

援方法 

介護する家族の

支援を実践する

上で、その家族

の置かれている

状況や心理、介

護負担の要因を

理解し、必要な

支援方法が展開

できる。 

 

・家族介護者の

理解 

・家族介護者の

心理 

・家族介護者の

支援方法 

90 

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(5) 権利

擁護の視

点に基づ

く支援 

権利擁護の観点

から、認知症の

人にとって適切

な ケ ア を 理 解

し、自分自身の

現状のケアを見

直すとともに、

身体拘束や高齢

者虐待の防止の

意識を深める。 

・権利擁護の基

本的知識 
・権利侵害行為

としての高齢

者虐待と身体

拘束 
・権利擁護のた

めの具体的な

取り組み 

90 

分 

講

義 
・ 
演

習 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(6) 地域

資源の理

解とケア

への活用 

 

関係職種、団体

との連携による

地域づくりやネ

ットワークづく

り等を通じて、

既存の地域資源

の活用や認知症

の人が地域で自

分らしく暮らし

続けるための地

域資源の開発の

提案ができる。 

・認知症の人に

とっての地域

資源と実践者

の役割 
・インフォーマ

ルな地域資源

活用 
・フォーマルな

地域資源活用 
・地域資源とし

ての介護保険

施設・事業所

120 

分 

講

義 
・ 
演

習 
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(6) 行

動・心理

症 状

（BPSD）

の理解と

支援 

認知症の行動・

心理症状（BPSD）

が生じている認

知症の人に対し

て、行動の背景

を理解した上で

生活の質が高め

られるようチー

ム で 支 援 で き

る。 

・生活の質の理

解 

・行動・心理症状

（BPSD）の基

本的理解 

・行動・心理症状

（BPSD）を緩

和するケア方

法の理解 

・主な症状を緩

和するケアの

検討（事例演

習） 

180 

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

２ 認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの実践 

 

(1) 学習

成果の実

践展開と

共有 

認知症介護実践

者研修における

これまでの学習

成果を踏まえ、

自施設・事業所

において認知症

ケアを実践する

ことにより、研

修で得た知識を

実践において展

開する際に生じ

る 気 づ き や 疑

問・課題を明ら

かにする。それ

らの自分自身の

認知症ケア実践

の課題や取り組

・自施設・事業所

における実践

の準備 

・自施設・事業所

における実践 

・自施設・事業所

における実践

の報告 

90 

分 

講

義 

・ 

演

習 

△ 

※ 自 施

設・事業

所におけ

る実践の

準備はオ

ンライン

で実施 

等 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの

実践 
(1) 学習

成果の実

践展開と

共有 

認知症介護実践

者研修における

これまでの学習

成果を踏まえ、

自施設・事業所

での自らの認知

症ケアを実践す

ることにより、

研修で得た知識

を実践において

展開する際に生

じる気づきや疑

問・課題を明ら

かにする。それ

らの自分自身の

認知症ケア実践

の課題や取り組

・認知症の人本

人の声を聴く

（自施設・事

業所における

実践） 
・事例収集（自施

設・事業所に

おける実践） 
・中間課題の発

表と共有 

60 

分 

講

義 

・ 

演

習 
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みの方向性を検

討し、他の受講

者と共有するこ

とにより、知識

の活用に関する

幅広い視点を得

る。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 共生

社会を推

進する地

域資源の

理解と展

開 

関係職種、団体

との連携による

地域づくりやネ

ットワークづく

り等を通じて、

認知症の人が尊

厳を保持しつつ

希望を持って暮

らすことができ

る共生社会の実

現を推進するた

めの地域資源の

活用の重要性が

理解できる。 

・共生社会の実

現を推進する

地域資源と実

践者の役割 

・共生社会の実

現を推進する

地域資源の活

用 

150 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

みの方向性を検

討し、他の受講

者と共有するこ

とにより、知識

の活用に関する

幅広い視点を得

る。 

(2) 生活

支援のた

めのケア

の演習２

（行動・

心 理 症

状） 

 

認知症の行動・

心理症状（BPSD）

が生じている認

知症の人に対し

て、行動の背景

を理解した上で

生活の質が高め

られるようチー

ム で 支 援 で き

る。 

・行動・心理症状

（BPSD）の基

本的理解 
・行動・心理症状

（BPSD）の発

症要因とケア

の検討（事例

演習） 
・行動・心理症状

（BPSD）の評

価 
・生活の質の評

価 

240 

分 

講

義 

・ 

演

習 

（新設） 
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(3) アセ

スメント

とケアの

実践の基

本 

認知症の人の身

体要因、心理要

因、認知症の中

核症状のアセス

メントを行い、

具体的なニーズ

を導くことがで

きるようアセス

メントの基本的

視 点 を 理 解 す

る。アセスメン

トを踏まえた目

標の設定と、目

標を実現するた

めのケアの実践

計画の作成・立

案・評価ができ

る。 

・認知症の人の

アセスメント

の基礎的知識 

・観察の方法と

ポイント 

・アセスメント

の実際（事例

演習） 

・実践計画作成

の基礎的知識 

・実践計画作成

の展開（事例

演習） 

・実践計画の評

価 

330 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

３ 実習 

(1) 職場

実習の課

題設定 

認知症の人が望

む生活の実現に

向けて、適切に

アセスメントを

行い、課題と目

標を明確にした

上で、ケアの実

践に関する計画

を作成すること

ができる。 

・職場実習のね

らい 

・対象者選定 

・課題設定 

・４週間の行動

計画の作成 

300 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

(2) 職場

実習（ア

セスメン

トとケア

の実践） 

研修で学んだ内

容を生かして、

認知症の人や家

族のニーズを明

らかにするため

・実習の準備 

・実習の開始 

・報告準備 

４ 

週間 

実

習 

 

(3) アセ

スメント

とケアの

実践の基

本 

認知症の人の身

体要因、心理要

因、認知症の中

核症状のアセス

メントを行い、

具体的なニーズ

を導くことがで

きるようアセス

メントの基本的

視 点 を 理 解 す

る。アセスメン

トを踏まえた目

標の設定と、目

標を実現するた

めのケアの実践

計画の作成・立

案・評価ができ

る。 

・認知症の人の

アセスメント

の基礎的知識 
・観察の方法と

ポイント 
・アセスメント

の実際（事例

演習） 
・実践計画作成

の基礎的知識 
・実践計画作成

の展開（事例

演習） 
・実践計画の評

価とカンファ

レンス 

300 

分 

講

義 

・ 

演

習 

３ 実習 
(1) 職場

実習の課

題設定 

認知症の人が望

む生活の実現に

向けて、適切に

アセスメントを

行い、課題と目

標を明確にした

上で、ケアの実

践に関する計画

を作成すること

ができる。 

・職場実習のね

らい 

・対象者選定 

・課題設定 

・４週間の行動

計画の作成 

240 

分 

講

義 

・ 

演

習 

(2) 職場

実習（ア

セスメン

トとケア

の実践） 

研修で学んだ内

容を生かして、

認知症の人や家

族のニーズを明

らかにするため

・実習の準備 

・実習の開始 

・報告準備 

４ 

週間 

実

習 
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のアセスメント

ができる。アセ

スメントの内容

をもとに、認知

症の人の生活支

援に関する目標

設定、ケア実践

計画及びケアの

実践を展開でき

る。 

(3) 職場

実習評価 

アセスメントや

ケア実践計画の

実施結果を整理

した上で、客観

的に評価、分析

し職場及び自己

の認知症ケアの

今後の課題を明

確にすることが

できる。 

・職場実習報告 

・ケア実践計画

の評価 

・職場への報告

と展開 

180 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

 

 イ 認知症介護実践リーダー研修 講義・演習 28 時間(1,680 分) 実習：

課題設定 180 分、職場実習４週間、実習のまとめ 180 分 

 

 

科目 

 

目的 

 

内容 

時間 

数 

区 

分 

原則オン

ラインで

実施する

科目 

１ 認知症介護実践リーダー研修総論 

(1) 認知

症介護実

践リーダ

ー研修の

チームにおける

認知症ケアを推

進する実践リー

ダーの役割とこ

・実践リーダー

の役割 

・実践リーダー

研修の概要 

60 

分 

講

義 

・ 

演

○ 

のアセスメント

ができる。アセ

スメントの内容

をもとに、認知

症の人の生活支

援に関する目標

設定、ケア実践

計画及びケアの

実践を展開でき

る。 

(3) 職場

実習評価 

アセスメントや

ケア実践計画の

実施結果を整理

した上で、客観

的に評価、分析

し職場および自

己の認知症ケア

の今後の課題を

明確にすること

ができる。 

・職場実習報告 

・ケア実践計画

の評価 

・職場への報告

と展開 

180 

分 

講

義 

・ 

演

習 

  

 イ 認知症介護実践リーダー研修 講義・演習 31 時間(1,860 分) 実習：

課題設定 240 分、職場実習４週間、実習のまとめ 420 分 

 

 

科目 

 

 

 

目的 

 

内容 

時間 

数 

区 

分 

１ 認知症介護実践リーダー研修総論 

(1) 認知

症介護実

践リーダ

ー研修の

チームにおける

認知症ケアを推

進する実践リー

ダーの役割とこ

・実践リーダー

の役割 

・実践リーダー

研修の概要 

90 

分 

講

義 

・ 

演
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理解 の研修科目との

関 係 性 を 踏 ま

え、研修の概要

を把握する。実

践リーダーとし

ての自己の課題

を確認し、研修

における学習目

標 を 明 確 に す

る。 

・実践リーダー

としての課題

の明確化 

習 

２ 認知症の専門的知識 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 施策

の動向と

地域展開 

地域における認

知症施策の展開

例を通して認知

症施策の動向を

理解し、「共生社

会の実現を推進

するための認知

症基本法」の理

念を推進する展

開方法を理解す

る。 

・認知症施策の

動向と共生社

会の実現を推

進するための

認知症基本法

の方向性 

・地域における

認知症ケア関

連施策の展開 

120 

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

（削除） 

 

理解 の研修科目との

関 係 性 を 踏 ま

え、研修の概要

を把握する。実

践リーダーとし

ての自己の課題

を確認し、研修

における学習目

標 を 明 確 に す

る。 

・実践リーダー

としての課題

の明確化 

習 

２ 認知症の専門知識 

(1) 認知

症の専門

的理解 

一人の「人」とし

ての理解を踏ま

えつつ、行動の

背景の一つであ

る認知症の病態

を理解し、ケア

ができるよう、

最新かつ専門的

な知識を得る。 

・認知症に関す

る理解 

・原因疾患別の

捉え方のポイ

ント 

・医学的視点に

基づいた介入 

・認知症を取り

まく社会的課

題 

120 

分 

講

義 

・ 

演
習 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 施 策

の動向と

認知症施策の変

遷と最新の動向

・認知症施策の

変遷 

210 

分 

講

義 
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(2) 認知

症の専門

的理解 

認知症ケアにお

けるチームケア

を推進するリー

ダーとして、高

度な認知症の知

識を有し、認知

症ケアに関する

最新かつ専門的

な知識を得る。 

・認知症に関す

る理解 

・医学的視点に

基づいた介入 

90 

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

３ 認知症ケアにおけるチームマネジメント 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域展開 を理解する。地

域における認知

症施策の展開例

を知り、地域包

括ケアシステム

の構築に必要な

関係機関との連

携・参画できる

知 識 を 修 得 す

る。 

・認知症施策の

動向と認知症

施策推進大綱

の内容 

・地域における

認知症ケア関

連施策の展開 

・ 

演
習 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 認知症ケアにおけるチームケアとマネジメント 

(1) チー

ムケアを

構築する

リーダー

の役割 

チームの構築や

活性化のため、

チームリーダー

としての役割を

理解し、円滑に

チームを運用す

る者であること

を自覚する。次

に、チームにお

ける目標や方針

の設定の必要性

を理解し、目標

をふまえた実践

の重要性と展開

・チームの意味

や目的、種類 

・チームの構築

及び活性化す

るための運用

方法 

・チームの目標

や方針の設定

と展開方法 

180 

分 

講

義 

・ 

演

習 
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(1) スト

レスマネ

ジメント

の理論と

方法 

チームケアを円

滑に運用するた

め、ストレスの

仕組みと対処法

を 理 解 し た 上

で、実践リーダ

ーとして介護職

員等のストレス

の緩和やメンタ

ルヘルスのマネ

ジメントを実践

することができ

る。 

 

・チームにおけ

るストレスマ

ネジメントの

意義と必要性 

・ストレスマネ

ジメントの方

法 

150  

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

(2) カン

ファレン

ス（会議）

の技法と

実践 

チームにおける

意思決定、情報

共有、メンバー

間の円滑なコミ

ュニケーション

の活性化を促進

しチーム力の向

上を図るため、

効果的なカンフ

ァレンス（会議）

の展開方法を修

得する。 

・チームケアに

おけるカンフ

ァレンス（会

議）の目的と

意義 

・カンファレン

ス（会議）を円

滑に行うため

のコミュニケ

ーション 

・効果的なカン

フ ァ レ ン ス

（会議）の展

開 

180 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

(3) 認知

症ケアに

おけるチ

ームマネ

認知症ケアにお

けるチームケア

を 推 進 す る た

め、円滑にチー

・チームマネジ

メントの基本

的理解 

・認知症ケアに

240 

分 

講

義 

・ 

演

 

方 法 を 理 解 す

る。 

(2) スト

レスマネ

ジメント

の理論と

方法 

チームケアを円

滑に運用するた

め、ストレスの

仕組みと対処法

を 理 解 し た 上

で、実践リーダ

ーとして介護職

員等のストレス

の緩和やメンタ

ルヘルスのマネ

ジメントを実践

することができ

る。 

 

・チームにおけ

るストレスマ

ネジメントの

意義と必要性 

・ストレスマネ

ジメントの方

法 

120 

分 

講

義 

・ 

演

習 

(3) ケア

カンファ

レンスの

技法と実

践 

チームケアの質

の向上を図るた

め、ケアカンフ

ァレンスの効果

的な展開方法を

身につけ、チー

ムにおける意思

決定プロセスの

共有を実現でき

る。 

・チームケアに

おけるケアカ

ンファレンス

の目的と意義 

・ケアカンファ

レンスを円滑

に行うための

コミュニケー

ション 

・効果的なケア

カンファレン

スの展開 

 

 

120 

分 

講

義 

・ 

演

習 

(4) 認知

症ケアに

おけるチ

ームアプ

多職種・同職種

間での適切な役

割分担や連携に

あたって、認知

・認知症ケアに

おけるチーム

アプローチの

意義と必要性

180 

分 

講

義 

・ 

演
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ジメント

の理論と

方法 

ムを運用する実

践リーダーとし

ての役割を自覚

し、認知症ケア

におけるチーム

ケアのマネジメ

ント方法を理解

する。 

おけるチーム

マネジメント

の必要性 

・認知症である

入所者等の尊

厳を保持した

適切な介護、

行動・心理症

状（BPSD）の出

現・重症化を

予防するケア

の基本的な考

え 方 の 理 解

（「認知症チ

ームケア推進

研修」の内容） 

・認知症のチー

ムケアにおけ

るチームマネ

ジメントの実

践方法 

習 

４ 認知症ケアの指導方法 

(1) 職場

内 教 育

（OJT）の

理論と方

法 

認知症における

チームケアを向

上するリーダー

として、指導に

関する理論と指

導計画の立案方

法、指導技法の

種類と特徴を学

び、認知症ケア

の効果的な指導

方 法 を 修 得 す

る。 

・人材育成の意

義と方法 

・ 職 場 内 教 育

（OJT）の意義

と方法 

・ 職 場 内 教 育

（OJT）におけ

る指導技法 

・ 職 場 内 教 育

（OJT）の実践

方法 

420 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

ローチの

理論と方

法 

症ケアにおける

チームアプロー

チの方法を理解

し、実践するた

めの指導力を身

につける。 

（まとめ） 

・認知症ケアに

おけるチーム

の種類と特徴 

・施設・在宅での

認知症ケアに

おけるチーム

アプローチの

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習 

４ 認知症ケアの指導方法 

(1) 職場

内教育の

基本視点 

認知症ケアを指

導する立場とし

て、指導に関す

る考え方や基本

的態度を学び、

認知症ケアの理

念を踏まえた指

導に必要な視点

を理解し、職場

内教育の種類、

特徴を踏まえた

実際の方法を修

・人材育成にお

ける介護職員

等のとらえ方 

・指導者のあり

方の理解 

・人材育成の意

義と方法 

・職場内教育の

意義 

・ 職 場 内 教 育

（OJT）の実践

方法 

240 

分 

講

義 

・ 

演

習 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

(2) 認知

症ケア指

導の実践

方法 

これまでに学習

した認知症ケア

に関する指導技

術について、食

事・入浴・排泄等

の日常生活や、

行動・心理症状

（BPSD）が生じ

ている具体的場

面において、認

知症の人の生活

の質の向上を目

的としたケアの

指導方法を体験

的に理解する。 

 

 

 

 

・介護目標設定

に 関 す る 指 導

（事例演習） 

・アセスメント

に 関 す る 指 導

（事例演習） 

・生活の質を向

上するケア方法

に 関 す る 指 導

（事例演習） 

・自己の指導の

特徴の振り返り 

420 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

５ 認知症ケア指導実習 

(1) 職場

実習の課

題設定 

研修で学んだ内

容を生かして、

職場の介護職員

等の認知症ケア

の能力の評価方

法を理解する。 

・介護職員等の

認知症ケアの

能力に関する

評価方法の理

解 

・介護職員等の

180 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

得する。 

(2) 職場

内 教 育

（OJT）の

方法の理

解 

介護職員等への

指導に有効な技

法の種類と特徴

を理解し、職場

で実践できる指

導技術の基本を

修得する。 

・ 職 場 内 教 育

（OJT）におけ

る指導技法 

・指導における

活用と留意点 

240 

分 

講

義 

・ 

演

習 

(3) 職場

内 教 育

（OJT）の

実践 

これまでに学習

した認知症ケア

に関する指導技

術について、食

事・入浴・排泄等

の介護、行動・心

理症状（BPSD）、

アセスメントと

ケアの実践など

の具体的場面に

おいて、どのよ

うに活用してい

けば良いか、演

習を通じて体験

的に理解する。 

・食事・入浴・排

泄等への介護

に関する指導

計画（事例演

習） 

・行動・心理症状

（BPSD）への

介護に関する

指導（事例演

習） 

・アセスメント

及びケアの実

践に関する計

画立案の指導

方法（事例演

習） 

・自己の指導の

特徴の振り返

り 

360 

分 

講

義 

・ 

演

習 

５ 認知症ケア指導実習 

(1) 職場

実習の課

題設定 

研修で学んだ内

容を生かして、

職場の介護職員

等の認知症ケア

の能力の評価方

法を理解する。 

・介護職員等の

認知症ケアの

能力に関する

評価方法の理

解 

・介護職員等の

240 

分 

講

義 

・ 

演

習 
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認知症ケアの

能力に関する

評価方法の立

案（演習） 

・実習計画の立

案（演習） 

(2) 職場

実習 

研修で学んだ内

容を生かして、

職場の介護職員

等の認知症ケア

の能力の評価、

課題の設定・合

意、指導目標の

設定や指導計画

を作成し、指導

計画に基づいた

認知症ケアを指

導する。 

・認知症ケア能

力の評価と課

題の設定・合

意 

・指導目標の立

案方法の理解 

・指導目標に応

じた指導計画

の作成 

・指導計画に応

じた指導の実

施 

４ 

週間 

実

習 

 

(3) 結果

報告 

職場実習を通し

て、認知症ケア

指導の方法に関

する課題やあり

方について客観

的・論理的に考

察・報告し、実践

リーダーとして

指導の方向性を

明確にできる。 

・認知症ケア指

導の実践方法

に関する自己

の課題の整理

と考察 

・認知症ケア指

導に関する方

向性の明確化 

180 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

(4) 職場

実習評価 

 

(3)～(5) （略） 

 

(6) 認知症介護指導者養成研修 標準カリキュラム 講義・演習 128 時間、

職場実習５週間（25 日） 

 

認知症ケアの

能力の評価方

法の立案 

・実習計画の立

案 

 

(2) 職場

実習 

研修で学んだ内

容を生かして、

職場の介護職員

等の認知症ケア

の能力の評価、

課題の設定・合

意、指導目標の

設定や指導計画

を作成し、指導

計画に基づいた

認知症ケアを指

導する。 

・認知症ケア能

力の評価と課

題の設定・合

意 

・指導目標の立

案方法の理解 

・指導目標に応

じた指導計画

の作成 

・指導計画に応

じた指導の実

施 

４ 

週間 

講

義 

・ 

演

習 

(3) 結果

報告 

職場実習を通し

て、認知症ケア

指導の方法に関

する課題やあり

方について客観

的・論理的に考

察・報告し、実践

リーダーとして

指導の方向性を

明確にできる。 

・認知症ケア指

導の実践方法

に関する自己

の課題の整理

と考察 

・認知症ケア指

導に関する方

向性の明確化 

420 

分 

講

義 

・ 

演

習 

(4) 職場

実習評価 

 

(3)～(5) （略） 

 

(6) 認知症介護指導者養成研修 標準カリキュラム 講義・演習 112 時間

（うち 30 時間は職場におけるオンライン研修）、職場実習５週間（25 日）、

他施設・事業所実習 21 時間 
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科目 

 

目的 

 

内容 

時間 

数 

区 

分 

オンライ

ンで実施

可能な科

目 

１ 認知症介護研修総論 

(1) 認知

症介護実

践者等養

成事業の

実施 

認知症介護実践

者等養成事業に

おける各研修の

目的や実施の背

景、認知症介護

指導者（ 以下

「指導者」とい

う。）の役割につ

いて理解し、各

研修の現状と課

題を踏まえた実

施方法を具体的

に把握する。 

・認知症介護実

践者等養成事

業の目的と実

施の背景（事

前課題） 

・実践研修等の

概要（事前課

題） 

・実践研修等の

展開状況（事

前課題） 

・指導者の役割

と実践事例 

１ 

時間 

講

義 

○ 

(2) 認知

症ケアに

関する施

策と行政

との連携 

認知症ケアに関

連する施策の動

向及び施策に位

置づけられた認

知症ケアの専門

職の役割やスキ

ルを理解する。

行政の役割を理

解し、行政と効

果的に連携・協

働するための視

点を理解する。 

 

・認知症施策の

変遷（事前課

題） 

・現在の認知症

施 策 の 動 向

（事前課題） 

・関連専門職の

役割とスキル

（事前課題） 

・指導者と行政

との連携のポ

イントと事例 

１ 

時間 

講

義 

○ 

(3) 研修

の目標設

認知症介護指導

者養成研修の目

・自己の目標設 

定 

７ 

時間 

講

義 

○ 

 

 

科目 

 

目的 

 

内容 

時間 

数 

区

分 

オンライ

ンで実施

可の科目 

 

１ 認知症介護研修総論 

(1) 認知

症介護実

践者等養

成事業の

実施 

認知症介護実践

者等養成事業に

おける各研修の

目的や実施の背

景、認知症介護

指導者（ 以下

「指導者」とい

う。）の役割につ

いて理解し、各

研修の現状と課

題を踏まえた実

施方法を具体的

に把握する。 

・認知症介護実

践者等養成事

業の目的と実

施の背景（事

前課題） 

・実践研修等の

概要（事前課

題） 

・実践研修等の

展開状況（事

前課題） 

・指導者の役割

と実践事例 

１ 

時間 

講

義 

可 

(2) 認知

症ケアに

関する施

策と行政

との連携 

認知症ケアに関

連する施策の動

向及び施策に位

置づけられた認

知症ケアの専門

職の役割やスキ

ルを理解する。

行政の役割を理

解し、行政と効

果的に連携・協

働するための視

点を理解する。 

・認知症ケアと

認知症施策の

歴史（事前課

題） 

・最新の認知症

施 策 の 動 向

（事前課題） 

・関連専門職の

役割とスキル

（事前課題） 

・指導者と行政

との連携のポ

イントと事例 

１ 

時間 

講

義 

可 

(3) 研修

の目標設

認知症介護指導

者養成研修の目

・自己の目標設

定 

９ 

時間 

講

義 

可 
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定と研修

総括 

的を踏まえ、自

己 課 題 を 設 定

し、その達成状

況について自己

評価できる。自

己課題の設定と

その評価の経験

を基にして、指

導者としての自

己研鑽のあり方

を考察する。 

・目標の達成状

況の評価 

・今後の取り組

みの検討 

・指導者のネッ

トワークにつ

いて 

・ 

演

習 

２ 認知症ケアにおける教育の理論と実践 

(1) 教育

方法論 

認知症ケア現場

や認知症介護実

践研修等におい

て活用する技法

の 特 徴 を 理 解

し、それらを活

用して、介護職

員等の課題解決

力を高めるため

の 支 援 が で き

る。 

・教育技法の特

徴と活用 

・認知症ケア実

践における課

題解決技法の

活用（演習） 

16 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

△ 

※理論や

基礎知識

の学習に

ついては

オンライ

ンで実施 

(2) 授業

設計法 

認知症ケアにお

ける授業（講義・

演習）計画書の

作成の際に必要

となる基本的考

え方や方法を理

解する。模擬授

業の計画作成を

通して、研修の

実施形態の特徴

に合わせた授業

・授業計画や教

材作成の基本

的考え方 

・授業のねらい

の設定 

・授業のねらい

を達成するた

めの学習内容

と授業の構造 

・授業計画作成

及び効果的な

35 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

△ 

※計画作

成や基本

知識の学

習につい

てはオン

ラインで

実施 

定と研修

総括 

的を踏まえ、自

己 課 題 を 設 定

し、その達成状

況について自己

評価できる。自

己課題の設定と

その評価の経験

を基にして、指

導者としての自

己研鑽のあり方

を考察する。 

・目標の達成状

況の評価 

・今後の取り組

みの検討 

・指導者のネッ

トワークにつ

いて 

・ 

演

習 

２ 認知症ケアにおける教育の理論と実践 

(1) 教育

方法論 

認知症ケア現場

や認知症介護実

践研修等におい

て活用する技法

の 特 徴 を 理 解

し、それらを活

用して、介護職

員等の課題解決

力を高めるため

の 支 援 が で き

る。 

・討議法の特徴

と活用 

・課題分析に関

する技法の特

徴と活用 

・事例検討法の

特徴と活用 

・認知症ケア実

践における課

題解決技法の

活用（演習） 

14 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

一部 

可 

(2) 授業

設計法 

認知症ケアにお

ける授業（講義・

演習）計画書の

作成の際に必要

となる基本的考

え方や方法を理

解する。模擬授

業の計画作成を

通して、授業の

あり方について

理解し、授業の

・授業計画や教

材作成の基本

的考え方 

・授業のねらい

の設定 

・授業のねらい

を達成するた

めの学習内容

と授業の構造 

・授業計画作成

及び効果的な

28 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

一部 

可 
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のあり方につい

て理解し、授業

のねらいを踏ま

えた教材を準備

することができ

る。 

授業実施のポ

イント 

・授業の評価と

改善方法 

・授業計画及び

教材作成（演

習） 

(3) 授業

の実施と

評価 

授業計画に基づ

く講義・演習を

展開できる。模

擬授業での演習

の成果や評価結

果に基づいて、

授業のねらいや

内容、方法につ

いて改善のため

の 提 案 が で き

る。 

・模擬授業の実

施 

・受講者間の討

議による模擬

授業の評価 

・授業計画及び

教材の修正 

17 

時間 

演

習 

△ 

※オンラ

イン上の

模擬授業

について

はオンラ

インで実

施 

(4) 研修

企画と評

価 

研修の位置づけ

や受講者の力量

等、研修の条件

に合わせた研修

目標やカリキュ

ラム構築及びそ

の評価方法の基

本的考え方につ

いて理解し、適

切な研修企画が

できる。 

・カリキュラム

構築の基本的

知識 

・研修目標の設  

定 

・研修内容と順

序の検討 

・研修カリキュ

ラムの評価 

５ 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

（削除） 

３ 認知症ケア対応力向上のための人材育成 

(1) 人材

育成論 

認知症ケアの特

徴を踏まえた人

材育成について

理解する。キャ

・認知症ケアに

おける人材育

成 

・人材育成にお

３ 

時間 

講

義 

○ 

ねらいを踏まえ

た教材を準備す

る こ と が で き

る。 

授業実施のポ

イント 

・授業の評価と

改善方法 

・授業計画及び

教材作成（演

習） 

(3) 模擬

授業 

授業計画に基づ

く講義・演習を

展開できる。模

擬授業での演習

の成果や評価結

果に基づいて、

授業のねらいや

内容、方法につ

いて改善のため

の 提 案 が で き

る。 

・模擬授業の実

施 

・受講者間の討

議による模擬

授業の評価 

・授業計画及び

教材の修正 

14 

時間 

演

習 

一部 

可 

(4) 研修

企画と評

価 

研修の位置づけ

や受講者の力量

等、研修の条件

に合わせた研修

目標やカリキュ

ラム構築及びそ

の評価方法の基

本的考え方につ

いて理解し、適

切な研修企画が

できる。 

・カリキュラム

構築の基本的

知識 

・研修目標の設

定 

・研修内容と順

序の検討 

・研修カリキュ

ラムの評価 

５ 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

一部 

可 

３ 認知症ケア対応力向上のための人材育成 

(1) 人材

育成論 

認知症ケアの特

徴を踏まえた人

材育成について

理解する。キャ

・認知症ケアに

おける人材育

成 

・人材育成にお

３ 

時間 

講

義 

可 
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リアパス構築等

効果的な人材育

成のための組織

体制づくりのあ

り 方 を 理 解 す

る。 

ける動機づけ

の理解 

・効果的な人材

育成のための

組織体制づく

りと運用 

(2) 成人

教育論 

成人教育学にお

ける成人の特徴

を理解し、効果

的な支援のあり

方を考察する。 

・成人教育学の

基本的考え方 

・教育者の役割

と倫理 

・学習支援の方

法 

３ 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

(3) 認知

症ケアに

関する研

究法の概

論 

認知症ケアにつ

いての学術的な

課題設定、デー

タ収集、分析及

び評価などの方

法を理解する。 

・学術的な研究

の考え方とプ

ロセス 

・研究課題の設

定 

・介入方法に合

わせたデータ

収集の方法 

・分析と仮説の

検証 

・研究成果のま

とめ方やプレ

ゼンテーショ

ン 

２ 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

（削除） 

(4) 職場

実習企画 

研修で学んだ内

容を生かして、

認知症ケアにお

ける実習企画、

その実践及び評

価をすることが

できる。職場実

・職場実習に関

するオリエン

テーション 

・職場実習企画

書の作成 

12 

時間 

演

習 

（削除） 

(5) 職場

実習 

・企画書に基づ

いた実践 

５ 

週間 

実

習 

（削除） 

リアパス構築等

効果的な人材育

成のための組織

体制づくりのあ

り 方 を 理 解 す

る。 

ける動機づけ

の理解 

・効果的な人材

育成のための

組織体制づく

りと運用 

(2) 成人

教育論 

成人教育学にお

ける成人の特徴

を理解し、効果

的な支援のあり

方を考察する。 

・成人教育学の

基本的考え方 

・教育者の役割

と倫理 

・学習支援の方

法 

３ 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

不可 

(3) 認知

症ケアに

関する研

究法の概

論 

認知症ケアにつ

いての学術的な

課題設定、デー

タ収集、分析及

び評価などの方

法を理解する。 

・学術的な研究

の考え方とプ

ロセス 

・研究課題の設

定 

・介入方法に合

わせたデータ

収集の方法 

・分析と仮説の

検証 

・研究成果のま

とめ方やプレ

ゼンテーショ

ン 

２ 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

可 

(4) 職場

研修企画 

研修で学んだ内

容を生かして、

認知症ケアにお

ける実習企画、

その実践及び評

価をすることが

できる。職場実

・職場実習に関

するオリエン

テーション 

・職場実習企画

書の作成 

14 

時間 

演

習 

一部 

可 

(5) 職場

実習 

・企画書に基づ

いた実践 

５ 

週間 

実

習 

不可 
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(6) 職場

実習（振

り返り） 

習における取り

組みの成果を分

かりやすく報告

することができ

る。 

・職場実習全体

の振り返り 

３ 

時間 

演

習 

○ 

(7) 職場

実習報告 

・取り組みの成

果の報告 

14 

時間 

演

習 

○ 

４ 地域における認知症対応力向上の推進 

(1) 共生

のために

地域で支

え合う体

制づくり 

地域包括ケアシ

ステムや認知症

とともに生きる

共生社会づくり

のための関係機

関との連携体制

の構築について

の基本的考え方

を理解し、地域

において認知症

の人が自分らし

く暮らし続ける

ための支援体制

に関する課題解

決の提案ができ

る。 

・共生及びその

ための関係機

関等との連携

に必要な基本

的考え方（事

前課題） 

・関係機関等と

の連携体制に

おける指導者

の位置づけと

役割（事前課

題） 

・医療・介護・地

域連携等の実

践事例 

・地域における

認知症の人に

対する支援体

制づくりの目

標と課題の整

理 

２ 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

(2) 相談

援助の理

論と方法 

「認知症に関す

る正しい知識及

び認知症の人に

関する正しい理

解を深める」た

めに、認知症ケ

アにおける相談

・相談援助にお

ける原則や基

本的態度、必

要な知識・技

術の理解 

・相談者の置か

れている状況

７ 

時間 

講

義 

・ 

演 

習 

○ 

(6) 職場

実習（振

り返り） 

習における取り

組みの成果を分

かりやすく報告

することができ

る。 

・職場実習全体

の振り返り 

３ 

時間 

演

習 

可 

(7) 職場

実習報告 

・取り組みの成

果の報告 

14 

時間 

演

習 

可 

４ 地域における認知症対応力向上の推進 

(1) 共生

のために

地域で支

え合う体

制づくり 

地域包括ケアシ

ステムや認知症

とともに生きる

共生社会づくり

のための関係機

関との連携体制

の構築について

の基本的考え方

を理解し、地域

において認知症

の人が自分らし

く暮らし続ける

ための支援体制

に関する課題解

決の提案ができ

る。 

・共生及びその

ための関係機

関等との連携

に必要な基本

的考え方（事

前課題） 

・関係機関等と

の連携体制に

おける指導者

の位置づけと

役割（事前課

題） 

・医療・介護・地

域連携等の実

践事例 

・地域における

認知症の人に

対する支援体

制づくりの目

標と課題の整

理 

１ 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

可 

（新設） 
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援助の役割を担

う者として必要

となる知識・技

術を理解し、課

題に応じた対応

及び支援を実践

的に展開するこ

とができる。 

や課題、ニー

ズを踏まえ、

課題解決する

ための情報収

集及びその分

析方法の実践

的理解 

・事例等を用い

た演習を通し

て具体的な相

談援助の場面

及び過程にお

ける技術等の

修得 

・自己の相談援

助のあり方の

振り返りと今

後の取り組み

の方向性の明

確化 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 他施

設・事業

所実習 

認知症の人の生

活における課題

解決のため、他

施設・事業所の

認知症対応力の

向上に向けた指

導を実践的に展

開することがで

きる。 

・実習オリエン

テ ー シ ョ ン

（事前課題） 

・認知症対応力

向上の取り組

みに際して必

要 と な る 知

識・技術の理

解 

・実習施設・事業

所の認知症ケ

アの課題に関

する情報収集

及びその分析 

21 

時間 

講

義 

・ 

演 

習 

・ 

実

習 

不可 
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(7) （略） 

・実習施設・事業

所の認知症ケ

アの課題の発

生要因の説明 

・実習成果の振

り返りとスー

パーバイザー

としての自己

の課題の明確

化 

 

(7) （略） 

（別紙２）～（別紙４） （略） （別紙２）～（別紙４） （略） 

 



 

【改正後全文】 

 

 

老計発第 0331007 号

平成１８年３月３１日 

 

都道府県 

各  民生主管部（局）長 殿

指定都市 

 

厚生労働省老健局計画課長 

 

 

 

認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について 

 

 

 

認知症介護実践者等養成事業については、「認知症介護実践者等養成事業の実施につい

て」（平成18年３月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」と

いう。）により通知されたところであるが、次の事項について留意するとともに、別紙に

より各研修の標準カリキュラム及び修了証書、推薦書、認知症介護研修推進計画の様式を

定めたので、事業の適正かつ円滑な実施を図られたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基づ

く技術的助言として発出するものである。 

おって、本通知の内容については、管内の市町村、関係機関、関係団体等へ周知を図ら

れたい。 

 

 

 

 

１ 認知症介護基礎研修 

本研修については、局長通知の別紙「認知症介護実践者等養成事業実施要綱」（以下 

「要綱」という。）４（１）で定められているところであるが、本研修の実施にあたっ

ては、研修の受講義務付けに伴い、受講しやすい仕組みにより行うこととする。 

ア 本研修は、認知症介護に携わる者が、認知症の人や家族の視点を重視しながら、本



 

人主体の介護を遂行する上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身に

つけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことがで

きるようにすることをねらいとする。 

イ 研修対象者については、要綱４（１）①に定める者とする。 

ウ 研修は、原則としてeラーニング形式により行うものとする。 

エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙１（１）のとおりとする。なお、実施にあたって  

は、認知症介護研究・研修センターが作成した「認知症介護基礎研修シラバス」を参考と

されたい。 

オ 要綱４（１）③アの修了証書の様式は、別紙２（１）のとおりとする。 

カ  受講者の受講環境や負担や実施主体の対応の準備等の観点から、上記ウによる実施

が困難である間は、集合型の講義・演習又は同時双方向の意思疎通等できる方法にお

けるオンラインによる講義・演習とすることができるものとする。 

 

 

２ 認知症介護実践研修 

（１）認知症介護実践者研修 

ア 認知症介護実践者研修は、認知症の人についての正しい理解のもと、本人・家族が

尊厳を保持し、希望をもって暮らすことができるよう認知症介護の理念、知識・技術

を修得するとともに、共生社会の実現に向けた認知症ケアの質向上ができるように

なることをねらいとする。 

イ 研修対象者は、原則として認知症介護基礎研修を修了した者あるいはそれと同等

以上の能力を有する者であり、身体介護に関する基本的知識・技術を修得している

者であり、概ね実務経験２年程度の者とする。 

ウ 研修は、講義・演習形式及び実習形式で行うものとする。 

エ 標準的な研修時間及び研修カリキュラムは、別紙１（２）アのとおりとする。な

お、実施にあたっては、認知症介護研究・研修センターが作成した「認知症介護実

践者研修シラバス」を参考とされたい。 

また、オンラインによる研修を実施する場合は、同時双方向の意思疎通等できる

方法により、集合研修と同程度の効果が期待できる科目・内容の範囲となるよう留

意されたい。 

オ 研修の全てのカリキュラムを受講し、実施主体により研修修了者として適当と認

められた者に対し、修了証書を交付する。 

カ 要綱４（２）⑤アの修了証書の様式を別紙２（１）のとおり定めたので、これに 

準じて交付することとする。 



 

キ 本研修については、一部の指定地域密着型サービス事業者（介護保険法（平成９ 

年法律第123号。以下「法」という。）第42条の２第１項に規定する指定地域密着

型サービス事業者をいう。以下同じ。）又は指定地域密着型介護予防サービス事業

者（法第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。

以下同じ。）の指定基準において受講が義務付けられていることから、本研修を受

講することにより、指定基準等を満たす事業者がある場合については、市町村の長

は、当該事業者の状況を精査した上で、事業者から推薦された者の受講が適当と認

めた場合には、研修の実施主体の長に対し別紙３を添えて申込みを行うものとする。

研修の実施主体の長は、市町村の長から本手続きを経て申込みがされた者について、

本研修の受講について特段の配慮を行うものとする。 

 

（２）認知症介護実践リーダー研修 

ア 認知症介護実践リーダー研修は、認知症の人についての正しい理解のもと、本

人・家族が尊厳を保持し、希望をもって暮らすことができるよう認知症ケアにおけ

るチームケアを推進するための知識・技術を修得するとともに、共生社会の実現に

向けた地域の認知症ケアの質向上ができるようになることをねらいとする。 

イ 研修対象者は、介護保険施設（法第８条第25項に規定する介護保険施設をい

う。）、指定居宅サービス事業者（法第41条第１項に規定する指定居宅サービス事

業者をいう。）、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者

（法第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。）又は指定地域

密着型介護予防サービス事業者等（以下「介護保険施設・事業者等」という。）に

おいて介護業務に概ね５年以上従事した経験を有している者であり、かつ、ケアチ

ームのリーダー又はリーダーになることが予定される者であって、認知症介護実践

者研修を修了し１年以上経過している者とする。 

ただし、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護

職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して10年以上、かつ、1,800日

以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であると実施

主体の長が認めた者については、令和９年３月31日までの間は、本文の規定に関わ

らず研修対象者とする。 

ウ 研修は、講義・演習形式及び実習形式で行うものとする。 

エ 標準的な研修時間及び研修カリキュラムは、別紙１（２）イのとおりとする。な

お、実施にあたっては、認知症介護研究・研修センターが作成した「認知症介護実

践リーダー研修シラバス」を参考とされたい。 

また、オンラインによる研修を実施する場合は、同時双方向の意思疎通等できる

方法により、集合研修と同程度の効果が期待できる科目・内容の範囲となるよう留

意されたい。 



 

 オ 研修の研修の全てのカリキュラムを受講し、実施主体により研修修了者として適

当と認められた者に対し、修了証書を交付する。 

カ 要綱４（２）⑤アの修了証書の様式を別紙２（１）のとおり定めたので、これに 

準じて交付することとする。 

キ 本研修については、指定認知症対応型共同生活介護事業者（指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号。以

下「指定基準」という。）第90条第１項に規定する指定認知症対応型共同生活介護

事業者をいう。以下同じ。）又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定予防基準」という。）第70条第１項に

規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。）が、当該事業を

行う事業所を短期利用させるための要件として義務付けられていることから、本研

修を受講することにより、厚生労働大臣が定める施設基準（平成27 年厚生労働省

告示第96号）第31号ハ、ニ又は第85号に規定する基準を満たす事業者がある場合に

ついては、市町村の長は、当該事業者から推薦された者の受講について、各事業者

の状況を精査した上で、必要と認めた場合には、研修の実施主体の長に対し別紙３

を添えて申込みを行うものとする。研修の実施主体の長は、市町村の長から本手続

きを経て申込みをした者について、本研修の受講について特段の配慮を行うものと

する。 

 

 

３ 認知症対応型サービス事業開設者研修 

本研修については、要綱４（３）で定められているところであるが、本研修の実施に

あたっては、都道府県又は指定都市（以下「都道府県等」という。）の実情に応じ必要

な回数を行うこととする。 

ア 本研修は、指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定基準第63条第１項に規定す

る指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）、指定認知症対応型共同生活介護事

業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定基準第171条第１項に規定する

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者（指定予防基準第44条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者をいう。）又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者

となる者が、これらの事業を運営していく上で必要な「認知症高齢者の基本的な理解」 

「認知症高齢者ケアのあり方」「適切なサービス提供のあり方」などの必要な知識を

身につけることをねらいとする。 

イ 研修対象者については、要綱４（３）に従い、各実施主体が選定を行うものとし、



 

特に新規開設を予定する要綱４（３）①の事業者からの推薦については、市町村が当

該事業の開設申請内容等を十分審査の上、受講することが適当と認めた場合には、都

道府県等に対し別紙３を添えて申込みを行うものとする。 

ウ 研修は、講義・演習形式及び現場体験により行うものとする。なお、要綱４（３） 

③の実習施設については、原則として指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定基準

第63条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）、

指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定基準第90条第１項に規定する指定認知症

対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。）、指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所（指定基準第171条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。以下同じ。）、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定予防基準

第44条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同

じ。）又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所（指定予防基準第70条第１ 

項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。）と

するが、地域の実情に応じて、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所（指

定基準第42条第１項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をい

う。以下同じ。）、共用型指定認知症対応型通所介護事業所（指定基準第45条第１項

に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）、単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（指定予防基準第５条第１項に規定

する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。）又は共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（指定予防基準第８条第１項に規定する共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。）で行うこともできるものと

する。 

エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙１（３）のとおりとする。 

本研修を修了した者については、実施主体及び事業所設置市町村の長に対し、研修

（現場体験を含む）の受講を通じ、 

① 認知症高齢者ケアについて理解したこと 

② 今後の事業運営に関して取組みたいこと 

などについて、レポート（Ａ４用紙５枚程度）を作成し提出させることとする。新たに事

業を開設する者については、指定申請時に市町村の長あてに提出するものとする。 

オ 要綱４（３）⑤アの修了証書の様式は、別紙２（１）のとおりとし、前記エのレポ 

ートの提出と引き替えに交付するものとする。 

 

 

４ 認知症対応型サービス事業管理者研修 

本研修については、要綱４（４）で定められているところであるが、本研修の実施に

あたっては、都道府県等の実情に応じ必要な回数を行うこととする。 



 

ア 本研修は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所、共用型指定認知症対

応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所の管理者となる者が、これらの事業所を管理・運営していく上で必要な 

「指定基準等の正しい理解」「職員の労務管理」「適切なサービス提供のあり方」な

どの必要な知識・技術を身につけることをねらいとする。 

イ  研修対象者については、要綱４（４）に従い、各実施主体が選定を行うものとし、 

特に要綱４（４）①の事業所の新規開設を予定する事業者からの推薦については、市 

町村が当該事業の開設申請内容等を十分審査した上で選定し、必要と認めた場合には、

都道府県等に対し別紙３を添えて申込みを行うものとする。 

ウ 研修は、講義・演習形式により行うものとする。 

エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙１（４）のとおりとする。 

オ 要綱４（４）④アの修了証書の様式は、別紙２（１）のとおりとする。 

 

 

５ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

本研修については、要綱４（５）で定められているところであるが、本研修の実施に

あたっては、都道府県等の実情に応じ必要な回数を行うこととする。 

ア 本研修は、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介

護 事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者となる

者が、利用登録者に関する指定居宅サービス若しくは指定介護予防サービス等の利用

に係る 計画又は指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅

介護事業 所若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における小規模多

機能型居宅 介護計画、看護小規模多機能型居宅介護計画又は介護予防小規模多機能

型居宅介護計 画を適切に作成する上で必要な、当該サービスに係る「基準の正しい

理解」「適切なサービスの提供」「利用計画作成演習」などの必要な知識・技術を身

につけることをねらいとする。 

イ 研修対象者については、要綱４（５）に従い、各実施主体が選定を行うものとし、

特に要綱４（５）①の事業所の新規開設を予定する事業者からの推薦者については、

当該事業の開設申請内容等を十分審査した上で選定を行うものとする。 

ウ 研修は、講義・演習形式により行うものとする。 

エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙１（５）のとおりとする。 

オ 要綱４（５）④アの修了証書の様式は、別紙２（１）のとおりとする。 

 



 

 

６ 認知症介護指導者養成研修 

本研修については、要綱４（６）に定められているところであるが、その詳細につい

ては次によることとする。 

ア 本研修は、認知症の人についての正しい理解のもと、本人・家族が尊厳を保持し、

希望をもって暮らすことができるよう、認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修

及び認知症介護実践リーダー研修を企画・立案し、講義、演習、実習の講師を担当す

ることができる知識・技術を修得すること及び介護保険施設・事業者等における介護

の質の改善について指導するとともに、共生社会の実現に向けた認知症施策の推進に

関与できるようになることをねらいとする。 

イ 研修対象者について、要綱４（６）①に定める者とする。なお、要綱４（６）①ウ

の「認知症介護実践研修修了者（「痴呆介護研修事業の実施について」（平成12年９ 

月５日老発第623号厚生省老人保健福祉局長通知）により実施された「痴呆介護研修

事業」修了者を含む。）」は、認知症介護実践研修における認知症介護実践者研修 

（「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」（平成12年10月25日老計第43号厚生省

老人保健福祉局計画課長通知。以下「平成12年通知」という。）に規定する基礎課程

又は「認知症介護研修等事業の円滑な運営について」（平成17年５月13日老計発第 

0513001号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「平成17年通知」という。）に規定

する実践者研修を修了した者を含む。）及び認知症介護実践リーダー研修（平成12年

通知に規定する専門課程又は平成17年通知に規定する実践リーダー研修を修了した者

を含む。）を修了した者とする。 

ウ 研修の全てのカリキュラムを受講し、認知症介護研究・研修センターが行う考査に

より認知症介護指導者として適当と認められた者に対し、修了証書を交付するととも

に、都道府県、指定都市の所管課を通じ推薦者に修了者を通知する。 

エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙１（６）のとおりとする。 

また、オンラインによる研修を実施する場合は、同時双方向の意思疎通等できる方法に

より、集合研修と同程度の効果が期待できる科目・内容の範囲となるよう留意されたい。 

オ 要綱４（６）⑤アの修了証書の様式は、別紙２（２）のとおりとする。 

 

 

７ 認知症介護指導者フォローアップ研修 

本研修については、要綱４(７)に定められているところであるが、その詳細について

は次によることとする。 

ア 本研修は、認知症介護指導者養成研修修了者に対し、一定期間ごとに最新の認知症

介護に関する専門的な知識や指導方法等を修得させることにより、第一線の介護従業

者に対して最新の認知症介護技術を的確に伝達できるような体制を整えることをねら



 

いとする。 

イ 研修対象者は、要綱４（７）①に定める者とする。 

ウ 認知症介護研究・研修センターにおける標準的な研修期間は、５日間とする。

エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙１（７）のとおりとする。 

オ 要綱４（７）⑤アの修了証書の様式は、別紙２（２）のとおりとする。 

 

 

８ 認知症介護研修推進計画 

認知症介護研修推進計画については、要綱５に定められているところであるが、その

詳細については次によることとする。 

ア 計画の策定にあたって

都道府県等は、 

①  管内市町村と連携し、本事業で実施するそれぞれの研修を受講すべき対象者の職

種や人数、サービス種別等、 

②  認知症介護指導者養成研修及び認知症介護指導者フォローアップ研修については、

各都道府県等における構築すべき認知症介護実践研修の実施体制等、 

③ 前回計画の実施状況や成果に対する評価等を考慮し、中長期的な見通しを立てた

上で、認知症介護研修推進計画を策定すること。 

イ 計画の内容 

計画に記載すべき事項とその内容を別紙４のとおり定めたので、これに準じて策定

すること。なお、ウに示す評価結果や、今般新規に追加された研修に関する部分の追

加など、必要に応じて計画の見直しを行うものとする。 

  ウ 計画の実施状況及び成果の評価 

    研修修了者個人及び所属事業所における研修受講効果等を含めて、計画の実施状況、

成果対する確認及びその評価を行い、次回計画に反映させること。また、この際、２

の事業の評価結果の概要を別紙４に準じてまとめるとともに、計画の実施状況及び成

果の具体的内容がわかる資料を作成すること。なお、都道府県等が指定した法人で事

業を実施している場合は、指定された法人ごとに計画実施状況及び成果を整理し、都

道府県等において集約する。 

  エ 計画及び評価の報告 

    都道府県等は、別紙４に定める内容に準じて、実施状況、成果の確認及びその評価

を含む本計画を毎年度策定または更新し、当該年度の５月末日までに国へ報告するこ

と。報告にあたっては、ウに示す資料を添付すること。 

  



 

（別紙１） 

（１） 認知症介護基礎研修 標準カリキュラム 自習３時間(180分) 
 

 

 

 
科目 

 

 
目的 

 

 
内容 

 

時

間

数 

 
区分 

認知症の

人の理解

と対応の

基本 

認知症の人を取り巻く現状、

症状に関する基礎的な知識を

学び、認知症ケアの基礎的な

技術に関する知識とそれらを

踏まえた実際の対応方法を身

につける。 

・認知症の人を取り巻く

現状 

・具体的なケアを提供す

る時の判断基準となる

考え方 

・認知症の人を理解する

ために必要な基礎的知

識 

・認知症ケアの基礎的 

 技術に関する知識と 

実施上の留意点 

150 

分 

程度 

自学習

（eラ

ーニン

グ） 

 

 

（２） 認知症介護実践研修 標準カリキュラム 

ア  認知症介護実践者研修 講義・演習23時間(1,380分) 実習：課題設定

300分、職場実習４週間、実習のまとめ180分 
 

 

 
科目 

 
目的 

 
内容 

時間 

数 

区 

分 

原則オ

ンライ

ンで実

施する

科目 

１ 認知症ケアの基本 

(1) 認知症介

護実践者研修

の理解 

認知症ケアを実践する者

の役割と研修科目との関

係性を踏まえ、研修の概

要を把握する。認知症介

護の実践者として自己の

課題を確認し、研修にお

ける学習目標を明確にす

る。 

・認知症介護実践者の

役割 

・認知症介護実践者研

修の概要 

・課題の明確化 

60 

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 



 

(2) 認知症ケ

アの理念 

認知症の人の理解を踏ま

えた、認知症の中核症

状 、 行 動 ・ 心 理 症 状

（BPSD）、原因疾患等の

正しい理解に基づいて認

知症ケア理念の重要性を

理解する。 

・認知症の人の理解 

・認知症の理解 

・認知症ケアの理念 

 

150 

分 

講

義 

・

演

習 

○ 

(3) 生活支援

の方法 

日常生活・社会生活にお

ける中核症状の影響を理

解した上で、認知症の人

の意思を尊重し、有する

能力に応じた生活の支援

を可能とする生活環境づ

くりやコミュニケーショ

ンの実践方法を理解す

る。 

・生活支援の方向性 

・認知症によって起き

やすい生活の障害と

有する能力 

・日常生活（食事・入

浴・排泄・生活管理

等）への支援 

・社会生活（活動・交

流・就労等）への支援 

210 

分 

講

義 

・

演

習 

○ 

(4) 権利擁護

の視点に基づ

く支援 

権利擁護の観点から、認

知症の人の意思決定支援

の重要性や、認知症の人

の意思に基づく適切な支

援方法を理解し、自分自

身の現状のケアを見直す

とともに、身体拘束や高

齢者虐待の防止の意識を

深める。 

・権利擁護の基本的知

識 

・権利侵害行為としての

高齢者虐待と身体拘

束・権利擁護のための

具体的な取組み 

120 

分 

講

義 

・

演

習 

○ 

(5) 家族介護

者の理解と支

援方法 

介護する家族の支援を実

践する上で、その家族の

置かれている状況や心

理、介護負担の要因を理

解し、必要な支援方法が

展開できる。 

・家族介護者の理解 

・家族介護者の心理 

・家族介護者の支援方

法 

90 

分 

講

義 

・

演 

習 

○ 



 

(6) 行動・心

理症状

（BPSD）の理

解と支援 

認知症の行動・心理症状

（BPSD）が生じている認

知症の人に対して、行動

の背景を理解した上で生

活の質が高められるよう

チームで支援できる。 

・生活の質の理解 

・行動・心理症状

（BPSD）の基本的理

解 

・行動・心理症状

（BPSD）を緩和する

ケア方法の理解 

・主な症状を緩和する

ケアの検討（事例演

習） 

180

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

２ 認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの実践 

(1) 学習成果

の実践展開と

共有 

認知症介護実践者研修に

おけるこれまでの学習成

果を踏まえ、自施設・事

業所において認知症ケア

を実践することにより、

研修で得た知識を実践に

おいて展開する際に生じ

る気づきや疑問・課題を

明らかにする。それらの

自分自身の認知症ケア実

践の課題や取り組みの方

向性を検討し、他の受講

者と共有することによ

り、知識の活用に関する

幅広い視点を得る。 

・自施設・事業所にお

ける実践の準備 

・自施設・事業所にお

ける実践 

・自施設・事業所にお

ける実践の報告 

 

90 

分 

講

義 

・

演

習 

△ 

※ 自 施

設・事業

所におけ

る実践の

準備はオ

ンライン

で実施 

(2) 共生社会

を推進する地

域資源の理解

と展開 

関係職種、団体との連携に

よる地域づくりやネットワ

ークづくり等を通じて、認

知症の人が尊厳を保持しつ

つ希望を持って暮らすこと

ができる共生社会の実現を

推進するための地域資源の

活用の重要性が理解でき

る。 

・共生社会の実現を推

進する地域資源と実

践者の役割 

・共生社会の実現を推

進する地域資源の活

用 

 

150 

分 

講

義 

・

演

習 

 



 

(3) アセスメ

ントとケアの

実践の基本 

認知症の人の身体要因、

心理要因、認知症の中核

症状のアセスメントを行

い、具体的なニーズを導

くことができるようアセ

スメントの基本的視点を

理解する。アセスメント

を踏まえた目標の設定

と、目標を実現するため

のケアの実践計画の作

成・立案・評価ができ

る。 

・認知症の人のアセス

メントの基礎的知識 

・観察の方法とポイン

ト 

・アセスメントの実際

（事例演習） 

・実践計画作成の基礎

的知識 

・実践計画作成の展開

（事例演習） 

・実践計画の評価 

330 

分 

講

義

・

演

習 

 

３ 実習 

(1) 職場実習

の課題設定 

認知症の人が望む生活の

実現に向けて、適切にア

セスメントを行い、課題

と目標を明確にした上

で、ケアの実践に関する

計画を作成することがで

きる。 

・職場実習のねらい 

・対象者選定 

・課題設定 

・４週間の行動計画の

作成 

300 

分 

講

義

・

演

習 

 

(2) 職場実習

（アセスメ

ン ト と ケ ア

の実践） 

研修で学んだ内容を生か

して、認知症の人や家族

のニーズを明らかにする

ためのアセスメントがで

きる。アセスメントの内

容をもとに、認知症の人

の生活支援に関する目標

設定、ケア実践計画及び

ケアの実践を展開でき

る。 

・実習の準備 

・実習の開始 

・報告準備 

４ 

週間 

実

習 

 

(3) 職場実習

評価 

アセスメントやケア実践

計画の実施結果を整理し

た上で、客観的に評価、

分析し職場及び自己の認

知症ケアの今後の課題を

明確にすることができ

・職場実習報告 

・ケア実践計画の評価 

・職場への報告と展開 

180 

分 

講

義

・

演

習 

 



 

る。 

 

 

イ 認知症介護実践リーダー研修 講義・演習28時間(1,680分) 実習：課題 

設定180分、職場実習４週間、実習のまとめ180分 
 

 

 

科目 
 

目的 
 

内容 
時間 

数 

区 

分 

原則オン

ラインで

実施する

科目 

１ 認知症介護実践リーダー研修総論 

(1) 認知症介

護実践リーダ

ー研修の理解 

チームにおける認知症ケア

を推進する実践リーダーの

役割とこの研修科目との関

係性を踏まえ、研修の概要

を把握する。実践リーダー

としての自己の課題を確認

し、研修における学習目標

を明確にする。 

・実践リーダーの役

割 

・実践リーダー研修

の概要 

・実践リーダーとし

ての課題の明確化 

60 

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

２ 認知症の専門的知識 

(1) 施策の動

向と地域展開 

地域における認知症施策の

展開例を通して認知症施策

の動向を理解し、「共生社

会の実現を推進するための

認知症基本法」の理念を推

進する展開方法を理解す

る。 

・認知症施策の動向

と共生社会の実現

を推進するための

認知症基本法の方

向性 

・地域における認知

症ケア関連施策の

展開 

120 

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

(2) 認知症の

専門的理解 

認知症ケアにおけるチーム

ケアを推進するリーダーと

して、高度な認知症の知識

を有し、認知症ケアに関す

る最新かつ専門的な知識を

得る。 

・認知症に関する理

解 

・医学的視点に基づ

いた介入 

90 

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

３ 認知症ケアにおけるチームマネジメント 



 

(1) ストレス

マネジメント

の理論と方法 

チームケアを円滑に運用す

るため、ストレスの仕組み

と対処法を理解した上で、

実践リーダーとして介護職

員等のストレスの緩和やメ

ンタルヘルスのマネジメン

トを実践することができ

る。 

・チームにおけるス

トレスマネジメン

トの意義と必要性 

・ストレスマネジメ

ントの方法 

150  

分 

講

義 

・ 

演

習 

○ 

(2) カンファ

レ ン ス （ 会

議）の技法と

実践 

チームにおける意思決定、

情報共有、メンバー間の円

滑なコミュニケーションの

活性化を促進しチーム力の

向上を図るため、効果的な

カンファレンス（会議）の

展開方法を修得する。 

・チームケアにおけ

るカンファレンス

（会議）の目的と

意義 

・カンファレンス

（会議）を円滑に

行うためのコミュ

ニケーション 

・効果的なカンファ

レンス（会議）の

展開 

180 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

(3) 認知症ケ

アにおけるチ

ームマネジメ

ントの理論と

方法 

認知症ケアにおけるチーム

ケアを推進するため、円滑

にチームを運用する実践リ

ーダーとしての役割を自覚

し、認知症ケアにおけるチ

ームケアのマネジメント方

法を理解する。 

 

・チームマネジメン

トの基本的理解 

・認知症ケアにおけ

るチームマネジメ

ントの必要性 

・認知症である入所

者等の尊厳を保持

した適切な介護、

行 動 ・ 心 理 症 状

（BPSD）の出現・

重症化を予防する

ケアの基本的な考

え方の理解（「認

知症チームケア推

進研修」の内容） 

・認知症のチームケ

240 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 



 

アにおけるチーム

マネジメントの実

践方法 

４ 認知症ケアの指導方法 

(1) 職場内教

育（OJT）の理

論と方法 

認知症におけるチームケア

を向上するリーダーとし

て、指導に関する理論と指

導計画の立案方法、指導技

法の種類と特徴を学び、認

知症ケアの効果的な指導方

法を修得する。 

・人材育成の意義と

方法 

・職場内教育（OJT）

の意義と方法 

・職場内教育（OJT）

における指導技法 

・職場内教育（OJT）

の実践方法 

420 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

(2) 認知症ケ

ア指導の実践

方法 

これまでに学習した認知症

ケアに関する指導技術につ

いて、食事・入浴・排泄等

の日常生活や、行動・心理

症状（BPSD）が生じている

具体的場面において、認知

症の人の生活の質の向上を

目的としたケアの指導方法

を体験的に理解する。 

・介護目標設定に関

する指導（事例演

習） 

・アセスメントに関

する指導（事例演

習） 

・生活の質を向上す

るケア方法に関す

る 指 導 （ 事 例 演

習） 

・自己の指導の特徴

の振り返り 

420 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

５ 認知症ケア指導実習 

(1) 職場実習

の課題設定 

研修で学んだ内容を生かし

て、職場の介護職員等の認

知症ケアの能力の評価方法

を理解する。 

・介護職員等の認知

症ケアの能力に関

する評価方法の理

解 

・介護職員等の認知

症ケアの能力に関

する評価方法の立

案（演習） 

・実習計画の立案

（演習） 

180 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 



 

(2) 職場実習 研修で学んだ内容を生かし

て、職場の介護職員等の認

知症ケアの能力の評価、課

題の設定・合意、指導目標

の設定や指導計画を作成

し、指導計画に基づいた認

知症ケアを指導する。 

・認知症ケア能力の

評 価 と 課 題 の 設

定・合意 

・指導目標の立案方

法の理解 

・指導目標に応じた

指導計画の作成 

・指導計画に応じた

指導の実施 

４ 

週間 

実

習 

 

(3) 結果報告 職場実習を通して、認知症

ケア指導の方法に関する課

題やあり方について客観

的・論理的に考察・報告

し、実践リーダーとして指

導の方向性を明確にでき

る。 

・認知症ケア指導の

実践方法に関する

自己の課題の整理

と考察 

・認知症ケア指導に

関する方向性の明

確化 

180 

分 

講

義 

・ 

演

習 

 

(4) 職場実習

評価 

 

 

（３） 認知症介護サービス事業開設者研修 標準カリキュラム 講義６時間（360分） 

職場体験：８時間（480分） 
 

 

科目 目的及び内容 時間数 

１ 認知症高

齢者の基本的

理解 

認知症という病気と症状について、下記の事項に関し、基本的

な理解を図る。 

・「医学的理解」－医学面から本人の生活に及ぼす影響を示

し 、生活障害としての理解を深めること。 

・「心理的理解」－高齢者への周囲の不適切な対応・不適切

な環境が及ぼす心理面の影響の内容を理解すること。 

・認知症という障害を抱える中で自立した生活を送ることの意

味と、それを支援することの重要性を理解する。 

60分 

２ 認知症高

齢者ケアのあ

り方 

「認知症高齢者の基本的理解」を基に、「権利擁護」や「リスク

マネジメント」の基本的な知識を付与し、認知症高齢者が、自

分の能力に応じて自立した生活を送るための支援を行うために

必要な、基本的な考え方を理解する。 

90分 



 

３ 家族の理

解・高齢者

との関係の

理解 

・家族介護者のみではなく、他の家族も含めた家族の理解と、高

齢者と家族の関係を通して、認知症介護から生じる家庭内の

様々な問題や課題を理解し、家族への支援の重要性について理

解する。 

60分 

４ 地域密着

型サービスの

取組み 

地域密着型サービスの指定基準（特に「地域との連携」「質の  

向上」）について理解する。 

・認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症

対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護の各事

業所からの実践報告を通じ、各事業のサービス提供のあり

方について理解する。 

150分 

現場体験 ・事業者や介護従業者の視点ではなく、利用者の立場から各事

業所におけるケアを体験することにより、利用者にとって適切

なサービス提供のあり方、サービスの質の確保等について理解

する。 

480分 

 

 

（４） 認知症対応型サービス事業管理者研修 標準カリキュラム 講義９時間（540 

分） 

 

 

科目 目的及び内容 時間数 

１ 地域密着

型サービス基

準 

・適切な事業所運営を図るため、地域密着型サービスの目的や

理念を理解する。 

・適切な事業所管理を行うため、認知症対応型通所介護、小規

模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規

模多機能型居宅介護の各指定基準を理解する。 

60分 

２ 地域密着 

型サービスの

取組み 

・事業所からの実践報告を通じ、各事業のサービス提供のあり

方について理解する。 

90分 

３ 介護従事 

者に対する労 

務管理 

・労働基準法の規定に基づき、適切な介護従業者の労務管理に 

ついて理解する。 

60分 



 

４ 適切なサ

ービス提供の

あり方 

サービス提供に当たり、下記の事項等について、各事業所の運

営・管理に必要な事項について理解する。 

＜地域等との連携＞ 

・利用者の家族・地域・医療との連携 

・運営推進会議の開催 

＜サービスの質の向上＞ 

・アセスメントとケアプランの基本的考え方 

・ケース会議・職員ミーティング 

・自己評価・外部評価の実施 

・サービスの質の向上と人材育成 

＜その他＞ 

・権利擁護(高齢者虐待を含む)及びリスクマネジメント 

・記録の重要性 など 

330分 

 

 

（５） 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 標準カリキュラム 講義９時間 

（540分） 
 

 

科目 目的及び内容 時間数 

１ 総論 小

規模多機能ケ

アの視点 

・小規模多機能ケアに関わる法的制度を理解し、小規模多機能

ケアとその視点を理解する。 

60分 

２ ケアマネ

ジメント論 

・小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の

サービスのあり方を理解し、適切なケアプランの作成に資する

よう、本人本位の視点を理解し、一人一人の在宅生活を支える

ための機能とマネジメントを理解する。 

60分 

３ 地域生活

支援 

・本人の地域生活を支援するネットワークづくりと、そのあり

方を理解する。また地域・他機関との連携について理解す

る。 

60分 

４ チームケ

ア 

（記録・カン 

ファレンス・ 

ア セ ス メ ン 

ト・プラン） 

・小規模多機能ケアの基本である、一人一人のニーズにチーム

で応えるチームケアについて理解する。 

60分 



 

５ 居宅介護

支援計画作成

の実際 

・「ケアマネジメント論」並びに「地域生活支援」等の講義内 

容を踏まえ、講義及び実際の事例を用いた演習を通じて小規模

多機能型居宅介護計画の作成並びに他の居宅サービス利用を

含めた居宅介護支援計画及び看護小規模多機能型居宅介護計 

画の作成について理解する。 

講義 

60分 

 

演習 

240分 

 

 

（６） 認知症介護指導者養成研修 標準カリキュラム 講義・演習128時間、職場実習

５週間（25日） 
 

 

 

科目 
 

目的 
 

内容 
時間 

数 

区 

分 

オンラ

イン実

施可能

な科目 

１ 認知症介護研修総論  

(1) 認知症介

護実践者等養

成事業の実施 

認知症介護実践者等養成

事業における各研修の目

的や実施の背景、認知症

介護指導者（ 以下「指導

者」という。）の役割に

ついて理解し、各研修の

現状と課題を踏まえた実

施方法を具体的に把握す

る。 

・認知症介護実践者

等養成事業の目的

と実施の背景（事

前課題） 

・実践研修等の概要

（事前課題） 

・実践研修等の展開

状況（事前課題） 

・指導者の役割と実

践事例 

１ 

時間 

講

義 

○ 

(2) 認知症ケ

アに関する施

策と行政との

連携 

認知症ケアに関連する

施策の動向及び施策に位

置づけられた認知症ケア

の専門職の役割やスキル

を理解する。行政の役割

を理解し、行政と効果的

に連携・協働するための

視点を理解する。 

・認知症施策の変遷

（事前課題） 

・現在の認知症施策

の 動 向 （ 事 前 課

題） 

・関連専門職の役割

とスキル（事前課

題） 

・指導者と行政との

連携のポイントと

事例 

１ 

時間 

講

義 

○ 



 

(3) 研修の目

標設定と研修

総括 

認知症介護指導者養成研

修の目的を踏まえ、自

己課題を設定し、その達

成状況について自己評価

できる。自己課題の設定

とその評価の経験を基に

して、指導者としての自

己研鑽のあり方を考察す

る。 

・自己の目標設定 

・目標の達成状況の評

価 

・今後の取り組みの検

討 

・指導者のネットワー 

クについて 

７ 

時間 

講

義 

・ 

演 

習 

○ 

２ 認知症ケアにおける教育の理論と実践  

(1) 教育方法

論 

認知症ケア現場や認知症

介護実践研修等において

活用する技法の特徴を理

解し、それらを活用し

て、介護職員等の課題解

決力を高めるための支援

ができる。 

・教育技法の特徴と活

用 

・認知症ケア実践にお

ける課題解決技法の

活用（演習） 

16 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

△ 

※理論や

基礎知識

の学習に

ついては

オンライ

ンで実施 

(2) 授業設計

法 

認知症ケアにおける授業

（講義・演習）計画書の

作成の際に必要となる基

本的考え方や方法を理解

する。模擬授業の計画作

成を通して、研修の実施

形態の特徴に合わせた授

業のあり方について理解

し、授業のねらいを踏ま

えた教材を準備すること

ができる。 

・授業計画や教材作成

の基本的考え方 

・授業のねらいの設定 

・授業のねらいを達成

するための学習内容

と授業の構造 

・授業計画作成及び効

果的な授業実施のポ

イント 

・授業の評価と改善方

法 

・授業計画及び教材作

成（演習） 

35 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

△ 

※計画作

成や基本

知識の学

習につい

てはオン

ラインで

実施 



 

(3) 授業の実

施と評価 

授業計画に基づく講義・

演習を展開できる。模擬

授業での演習の成果や評

価結果に基づいて、授業

のねらいや内容、方法に

ついて改善のための提案

ができる。 

・模擬授業の実施 

・受講者間の討議によ

る模擬授業の評価 

・授業計画及び教材の

修正 

17 

時間 

演

習 

△ 

※オンラ

イン上の

模擬授業

について

はオンラ

インで実

施 

(4) 研修企画

と評価 

研修の位置づけや受講者

の力量等、研修の条件に

合わせた研修目標やカリ

キュラム構築及びその評

価方法の基本的考え方に

ついて理解し、適切な研

修企画ができる。 

・カリキュラム構築の

基本的知識 

・研修目標の設定 

・研修内容と順序の検

討 

・研修カリキュラムの

評価 

５ 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

 

３ 認知症ケア対応力向上のための人材育成  

(1) 人材育成

論 

認知症ケアの特徴を踏ま

えた人材育成について理

解する。キャリアパス構

築等効果的な人材育成の

ための組織体制づくりの

あり方を理解する。 

・認知症ケアにおける

人材育成 

・人材育成における動

機づけの理解 

・効果的な人材育成の

ための組織体制づく

りと運用 

３ 

時間 

講

義 

 

○ 

(2) 成人教育

論 

成人教育学における成人

の特徴を理解し、効果的

な支援のあり方を考察す

る。 

・成人教育学の基本

的考え方 

・教育者の役割と倫

理 

・学習支援の方法 

３ 

時間 

講

義 

・ 

演 

習 

○ 

(3) 認知症ケ

アに関する研

究法の概論 

認知症ケアについての学

術的な課題設定、データ

収集、分析及び評価など

の方法を理解する。 

・学術的な研究の考え

方とプロセス 

・研究課題の設定 

・介入方法に合わせた

データ収集の方法 

・分析と仮説の検証 

２ 

時間 

講

義 

・ 

演

習 

 



 

・研究成果のまとめ方

やプレゼンテーショ

ン 

(4) 職場実習

企画 

研修で学んだ内容を生か

して、認知症ケアにおけ

る実習企画、その実践及

び評価をすることができ

る。職場実習における取

り組みの成果を分かりや

すく報告することができ

る。 

・職場実習に関するオ

リエンテーション 

・職場実習企画書の作

成 

12 

時間 

演

習 

 

(5) 職場実習 ・企画書に基づいた実

践 

５ 

週間 

実

習 

 

(6) 職場実習

（振り返り） 

・職場実習全体の振

り返り 

３ 

時間 

演

習 

○ 

(7) 職場実習 

報告 

・取り組みの成果の

報告 

14 

時間 

演

習 

○ 

４ 地域における認知症対応力向上の推進  

(1) 共生のた

めに地域で支

え合う体制づ

くり 

地域包括ケアシステムや認

知症とともに生きる共生社

会づくりのための関係機関

との連携体制の構築につい

ての基本的考え方を理解

し、地域において認知症の

人が自分らしく暮らし続け

るための支援体制に関する

課題解決の提案ができる。 

・共生及びそのため

の関係機関等との

連携に必要な基本

的考え方（事前課

題） 

・関係機関等との連

携体制における指

導者の位置づけと

役割（事前課題） 

・医療・介護・地域

連携等の実践事例 

・地域における認知

症の人に対する支

援体制づくりの目

標と課題の整理 

２ 

時間 

講

義 

・ 

演 

習 

○ 



 

(2) 相談援助

の理論と方法 

「認知症に関する正しい知

識及び認知症の人に関する

正しい理解を深める」ため

に、認知症ケアにおける相

談援助の役割を担う者とし

て必要となる知識・技術を

理解し、課題に応じた対応

及び支援を実践的に展開す

ることができる。 

・相談援助における

原 則 や 基 本 的 態

度、必要な知識・

技術の理解 

・相談者の置かれて

いる状況や課題、

ニーズを踏まえ、

課題解決するため

の情報収集及びそ

の分析方法の実践

的理解 

・事例等を用いた演

習を通して具体的

な相談援助の場面

及び過程における

技術等の修得 

・自己の相談援助の

あり方の振り返り

と今後の取り組み

の方向性の明確化 

７ 

時間 

講

義 

・ 

演 

習 

 

○ 

 
 

（７） 認知症介護指導者フォローアップ研修 講義・演習28時間、研究授業12時間 
 

 

テーマ 研修目標 

１ 最新の認知症介護知識（講義・ 

演習８時間） 

最新の認知症介護の知識と指導方法等について 

理解を深める。 

２ 認知症介護における人材育成方

法（講義・演習８時間） 
チームアプローチとリーダーシップ、スーパー

バイズ、コーチングを中心に、認知症介護におけ 

る人材育成方法を修得する。 

３ 認知症介護における課題解決の 

具体的方法（演習12時間） 

認知症介護における課題解決の具体的方法を修 

得する。 

４ 認知症介護における効果的な授 

業開発（研究授業12時間） 

認知症介護研修における効果的な授業の企

画・運営のあり方、研修の教育評価方法を修得

する。 

※ 「１  最新の認知症介護知識」においては、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に

対する支援に関する法律」に基づく養介護施設従事者として必要な知識の付与に努める



 

ものとする。



 

（別紙２） 

（１）認知症介護研修事業実施要綱４「（１）③ア、（２）⑤ア、（３）⑤ア、（４）④ 

ア、（５）④ア」関係 

 

 

「（１）③ア、（２）⑤ア（指定法人が行う場合）」関係 

○ ○ ○ ○ 

県知事 

市長 
○ ○ 

令和 年 月 日 

を修了したことを証します。 

認知症介護基礎研修 

認知症介護実践研修（実践者研修 実践リーダー研

あなたは、厚生労働省の定める 認知症対応型サービス事業開設者研修 

認知症対応型サービス事業管理者研修 

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

氏 名 

 

修   了   証   書 

第      号

氏 名 

 

修  了  証  書 

第     号 



 

 

 

（２）認知症介護研修事業実施要綱４「（６）⑤ア、（７）⑤ア」関係 

 

あなたは、当該法人が○○県知事の 認知症介護基礎研修 

指定を受けて行う厚生労働省の定める 認知症介護実践研修（実践者研修・実践ﾘｰﾀﾞｰ研修） 

 
 

を修了したことを証します。 

 

 

 

令和 年 月 日 

（指定法人名） 

 

○ ○ ○ ○ 

 

○ ○ ○ ○ 

令和 年 月 日 

したことを証します。 

を修了 

認知症介護指導者養成研修 

認知症介護指導者フォローアップ研修 あなたは、厚生労働省の定める 

氏 名 

 

修  了  証  書 

第     号



 

（別紙３） 
 
 

令和 年 月 日 
 

 

 

実施主体の長 殿 
 

 

 

市 町 村 の 長 
 

 

 

推 薦 書 

 

下記の者について、令和○○年度の下記研修を受講させたいので、特段の配慮をお願い

したい。 

 

受講させたい研修  

 
推薦する者 

 

研修を受講する 

ことにより基準を 

満たす職名 

 

氏 名  

事業所名  

 

住所： 

電話： 

FAX： 

経験年数  

 

既に受講

した研修 

 受講年次 

 （ 年） 

 （ 年） 

 （ 年） 

 



 

（別紙４） 

（都道府県・指定都市名）認知症介護研修推進計画（令和 年度～令和 年度） 

 

令和○年○月○日作成 

 

１ 計画の目的 

 

２ 計画の策定・推進体制 

 
３ 前回計画の実施状況及び成果の評価 

 （記載要領） 

   研修修了者個人の能力変化及び所属事業所における立場・役割の変化等の研修受講効果

を含めて、成果評価の観点から前回計画の実施状況及び成果について評価を行い、評価結

果の概要を記載すること。また、評価を踏まえた計画修正の要否・修正内容についても記

載すること。併せて、計画の実施状況及び成果の具体的内容がわかる添付資料の名称を記

載すること。なお、認知症介護実践研修及び認知症介護指導者養成研修に関する評価の方

法や指標については、必要最小限となるものの例示を含めて認知症介護研究・研修センタ

ーが示す資料を参考とされたい。 

 
４ 認知症介護基礎研修実施計画 

① 実施計画 

② 対象者数想定にあたっての根拠・方針等 

 （記載要領） 

   中長期的な見直しを踏まえた、受講すべき対象者の職種や人数、サービス種別等の想定

根拠を示し、年次計画策定の方針を具体的に記載すること。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１回あたり

の受講（予

定）者数 

（人） 

 

 

 

 
カリキュラム 

 

 

 

 
実施場所 

 

 

 

 
研修時間 

年次別の実施予定回数 

と受講（予定）者数 

 

 

 

 
計 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

 
人 

 
別紙（ ） 

 

 

 

 
 

 
時間 

 
回 

 
回 

 
回 

 
回 

 
回 

 
回 

 

 

 

 

 
 

 
時間

 
人 

 
人 

 
人 

 
人 

 
人 

 
人 

          

          

 



 

 

 

５ 認知症介護実践研修 

①研修対象者 

令和○年現在 

    職  種     人  数 

  

    合  計 人 

 

 

 

 

 

 

②実践者研修 

 

 

 
区

分 

 

 
対

象

職

種 

 

１回あた

りの受講 

（予定） 

者数 

（人） 

 

 

 

 
カリキュラム 

 

 

 

 
実施場所 

 

 

 

 
研修時間 

年次別の実施予定回数 

と受講（予定）者数 

 

 

 

 
計 

令

和 

○ 

年

度 

令

和 

○ 

年

度 

令

和 

○ 

年

度 

令

和 

○ 

年

度 

令

和 

○ 

年

度 

実

践

者

研 

修 

  

 
 

人 

 

 
 

別紙（ ） 

  
時間 

 

 
時間 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

            



 

            

            

 

 

③実践リーダー研修 

 

 

 
区

分 

 

 
対

象

職

種 

 

１回あた

りの受講 

（予定） 

者数 

（人） 

 

 

 

 
カリキュラム 

 

 

 

 
実施場所 

 

 

 

 
研修時間 

年次別の実施予定回数 

と受講（予定）者数 

 

 

 

 
計 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

実
践

研
修 

  

 

 
人 

 

 

 
別紙（ ） 

  
時間 

 

 

 

時間 

 
回 

 

 

 

人 

 
回 

 

 

 

人 

 
回 

 

 

 

人 

 
回 

 

 

 

人 

 
回 

 

 

 

人 

 
回 

 

 

 

人 

 
 
 

           

            

 

④ 対象者数想定にあたっての根拠・方針等 

 （記載要領） 

   中長期的な見直しを踏まえた、受講すべき対象者の職種や人数、サービス種別等の想定

根拠を示し、年次計画策定の方針を具体的に記載すること。 
 

⑤ 成果の確認及び評価の視点等 

   それぞれの研修について、次の項目に沿って研修修了者の能力変化等について確認し、研 

  修の成果について評価すること。 

 【認知症介護実践者研修】 

項目 
できて

いる 

まあ 

できて

いる 

あまり 

できて

いない 

できて

いない 

① 
認知症の人の意思を確認しながらケアを行ってい

る 
4 3 2 1 



 

② 
中核症状の影響を理解した上で、認知症の人の有

する能力に応じたケアを行っている 
4 3 2 1 

③ 
行動・心理症状（BPSD）への対症療法的な対応で

はなく、その背景を理解した上でケアを行ってい

る 
4 3 2 1 

④ 
多角的な視点でアセスメントを行い、その結果を

踏まえて認知症の人が望む生活の実現に向けたケ

アを行っている 
4 3 2 1 

⑤ 
家族介護者が置かれている状況や負担等に配慮し

た支援を行っている 
4 3 2 1 

⑥ 
認知症の人の権利侵害や虐待につながる可能性の

ある不適切な対応に気づき、防止または改善を行

っている 
4 3 2 1 

⑦ 
認知症の人に対して自分が行っているケアを振り

返り、課題を見つけることができている 
4 3 2 1 

⑧ 必要に応じ医療専門職と適切に連携している 4 3 2 1 

⑨ 
カンファレンス等において、根拠を伴う発言を行

い、チームの意思決定に貢献できている 
4 3 2 1 

⑩ 
地域の認知症の人のための取り組み（施策）を理

解し、貢献しようとしている 
4 3 2 1 

 

【実践リーダー研修】 

項目 
できて

いる 

まあ 

できて

いる 

あまり 

できて

いない 

できて

いない 

① 
認知症の人を一人の「人」として理解しつつ、行

動の背景の一つである認知症の病態を理解してケ

アしている 
4 3 2 1 

② 
チームにおける目標や方針を設定し、チームを円

滑に運用している 
4 3 2 1 

③ 
認知症及び認知症ケアに関する専門的な知識を持

ち、チームメンバーに説明している 
4 3 2 1 

④ 
利用者の尊厳を重視し、意思決定支援を行うこと

の重要性を理解し、チームメンバーに説明してい

る 
4 3 2 1 

⑤ 
チームメンバーのストレス状況を把握し、適切な

支援を行っている 
4 3 2 1 

⑥ 
チームメンバーの認知症ケアの能力を適切に評価

している 
4 3 2 1 

⑦ カンファレンス等の会議を効果的に展開している 4 3 2 1 

⑧ 
認知症ケアの中で生じる倫理的課題の構造を理解

し、課題解決のための指導を行っている 
4 3 2 1 

⑨ 
OJT（職務現場での業務を通じての指導）の意義

や方法を理解し、適切に指導している 
4 3 2 1 



 

⑩ 
チームメンバーへの指導の結果・成果を適切に評

価している 
4 3 2 1 

⑪ 
医療専門職との適切な連携をマネジメントしてい

る 
4 3 2 1 

⑫ 
同職種・多職種間で連携や役割分担を行い、チー

ムで取り組む体制を作っている 
4 3 2 1 

⑬ 
地域の認知症の人のための取り組み（施策）に関

与している 

＊自施設・事業所の内外を問わない 
4 3 2 1 

 

 

６ 認知症介護サービス事業開設者研修 

①実施計画 

 

 
１回あたり

の受講（予

定）者数 

（人） 

 

 

 

 
カリキュラム 

 

 

 

 
実施場所 

 

 

 

 
研修時間 

年次別の実施予定回数 

と受講（予定）者数 

 

 

 

 
計 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

 
人 

 
別紙（ ） 

 

 

 

 
 

 
時間 

 
回 

 
回 

 
回 

 
回 

 
回 

 
回 

    

時間 
 

人 
 

人 
 

人 
 

人 
 

人 
 

人 

 
 
 

         

          
 

②受講者選考にあたっての方針 

 

７ 認知症対応型サービス事業管理者研修 

①実施計画 



 

 

 
１回あたり

の受講（予

定）者数 

（人） 

 

 

 

 
カリキュラム 

 

 

 

 
実施場所 

 

 

 

 
研修時間 

年次別の実施予定回数 

と受講（予定）者数 

 

 

 

 
計 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

 

 

人 

 

 

別紙（ ） 

  
時間 

 

 
時間 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
②受講者選考にあたっての方針 

 

 

８ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

①実施計画 

 

 
１回あたり

の受講（予

定）者数 

（人） 

 

 

 

 
カリキュラム 

 

 

 

 
実施場所 

 

 

 

 
研修時間 

年次別の実施予定回数 

と受講（予定）者数 

 

 

 

 
計 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

令

和 

○ 

年 

度 

 

 

人 

 

 

別紙（ ） 

  
時間 

 

 
時間 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 
回 

 

 
人 

 



 

②受講者選考にあたっての方針 

 

９ 認知症介護指導者養成研修 

①指導者養成計画 

令和○年 

度 

令和○年 

度 

令和○年 

度 

令和○年 

度 

令和○年 

度 

令和○年度 

までの計 

令和○年度 

までの計 

 
人 

 
人 

 
人 

 
人 

 
人 

 
人 

 
人 

 
②受講者選考にあたっての方針 

（記載要領） 

  受講候補者の職種、介護実務経験年数、所属する施設・事業者の所在地及び認知症実践

研修等の研修事業並びに地域の認知症施策推進に関する活動実績等を勘案した各都道府県

等における受講者選考の方針について具体的に記載すること。 

10 認知症介護指導者フォローアップ 

①フォローアップ計画 

令和○年 

度 

令和○年 

度 

令和○年 

度 

令和○年 

度 

令和○年 

度 

令和○年度 

までの計 

令和○年度 

までの計 

 
人 

 
人 

 
人 

 
人 

 
人 

 
人 

 
人 

 
②受講者選考にあたっての方針 

（記載要領） 

  受講候補者の職種、介護実務経験年数、所属する施設・事業者の所在地及び認知症実践

研修等の研修事業並びに地域の認知症施策推進に関する活動実績等を勘案した各都道府県



 

等における受講者選考の方針について具体的に記載すること。 

 

11 その他研修の推進に必要な事項 



 

（記載要領） 
 
 

○○県認知症介護研修推進計画（令和○年度～令和○年度） 

 

令和○年○月○日作成 

 

１ 計画の目的 

 

・都道府県等における認知症高齢者施策の基本理念、認知症介護の専門職員を養成す

ることの意義等を記載すること。 

 

 

２ 計画の策定・推進体制 

 

・計画の策定・推進にあたっての委員会等の開催状況、庁内の関係部局、保健所、精

神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、介護保険施設・事業者等、在宅介護

支援センター、認知症疾患医療センター等の関係機関との連携を確保するための方 

策について具体的に記載すること。 

 

 

３ 認知症介護基礎研修 

①実施計画（記入例） 

 

１回あたり

の受講（予

定）者数 

（人） 

 

 
 

カリキュラム 

 

 
 

実施場所 

 

 
研修

時間 

年次別の実施予定回数と受講 

（予定）者数 

 

 
 

計 令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

 

 

40人 

 

 

別紙（１） 

○○県

研修所 

○○県

研修所 

３ 

時間 
 

６ 

時間 

 
４回 

 
160 

人 

 
４回 

 
160 

人 

 
４回 

 
160 

人 

 
４回 

 
160 

人 

 
４回 

 
160 

人 

 
20回 

 
800 

人 

 
 
 

         

          



 

…

…
 …

 

 

４ 認知症介護実践研修 

①研修対象者数（注） 

令和○年現在 

職 種 人 数 

（記入例）  

特別養護老人ホームの生活相談員 500人 

〃 の介護職員 2,800人 

訪問介護員 3,800人 

認知症高齢者グループホームの計画作成担当者 100人 

 
 
 
 
 
 
 
 

60人 

合 計 ○○○人 

（注）・現在数について記載すること。概数でも可。 

・４②実践者研修（旧 基礎課程）、４③実践リーダー研修（旧 専門課程）の「対 

象職種」欄に記載された職種に対応させて、本表の「職種」欄を記載すること。 

・実践者研修と実践リーダー研修に分けて記載する必要はないこと。 

・複数の職種に該当する対象者については、主たる職種の方で計上すること。 

 

②実践者研修（記入例） 

 

 
区

分 

 １回あた 

りの受講 

 

 
カリキ

ュラム 

 

 
実施

場所 

 

 
研修

時間 

年次別の実施予定回数と受講 

（予定）者数 

 

対象職種 （予定） 

者数 

（人） 

令和 

○年

度 

令和 

○年

度 

令和 

○年

度 

令和 

○年

度 

令和 

○年

度 

計 

 

実

践

者

研

修 

特養の生活

相談員・介

護職員、訪

問介護員、

認知症高齢

者グループ

ホームの計

画作成担当

者 

40人 

 

 

 

別紙 

（２） 

○○県 

研修所 

 

31.5 

時間 

 
４ 

週間 

４回 ４回 ４回 ４回 ４回  
20 

回 

 
800 

人 

      

グルー 

プホー 

ム○○ 

160 

人 

160 

人 

160 

人 

160 

人 

160 

人 

特別養      



 

    護老人

ホーム 

○○ 

       

 
 

 

           

            

 

③実践リーダー研修（記入例） 

 

 
区

分 

 

 
 

対象職種 

 

１回あたり

の受講（予

定）者数 

（人） 

 

 
カリキ

ュラム 

 

 
実施

場所 

 

 
研修

時間 

年次別の実施予定回数と受講 

（予定）者数 

 

 
 

計 令和 

○年

度 

令和 

○年

度 

令和 

○年

度 

令和 

○年

度 

令和 

○年

度 

実
践

研
修 

特養の生

活相談

員・介護

職員、訪

問介護

員、認知

症高齢者

グループ

ホームの

計画作成

担当者 

 

 

 

 

 

 

 
30人 

 

 

 

 

 

 
 

別紙 

（３） 

○○社

会福祉

協議会

研修室

グルー

プホー

ム○○ 

特別養

護老人

ホーム 

○○ 

 
56 

時間 

 

 

 

 

 

４ 

週間 

 

 
２回 

 

 

 

 

 

 

 

60人 

 

 
２回 

 

 

 

 

 

 

 

60人 

 

 
２回 

 

 

 

 

 

 

 

60人 

 

 
２回 

 

 

 

 

 

 

 

60人 

 

 
２回 

 

 

 

 

 

 

 

60人 

 
10 

回 

 

 

 

 

 

300 

人 

 
 

 

           

            

 
５ 認知症介護サービス事業開設者研修 

①実施計画 

 

１回あたり

の受講（予

定）者数 

（人） 

 

 
 

カリキュラム 

 

 
 

実施場所 

 

 
研修

時間 

年次別の実施予定回数と受講 

（予定）者数 

 

 
 

計 令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 



 

 

 

 

 

 
50人 

 

 

 

 

 
別紙（４） 

○ ○ 社会福

祉協議会研

修室 

認知症対応

型通所介護 

○ ○ ＋ 認知

症高齢者グ

ループホー 

ム 

 

６ 

時間 

 

 

 

８ 

時間 

 
２回 

 

 

 

 
100 

人 

 
２回 

 

 

 

 
100 

人 

 
２回 

 

 

 

 
100 

人 

 
２回 

 

 

 

 
100 

人 

 
２回 

 

 

 

 
100 

人 

 
10回 

 

 

 

 
500 

人 

 
 
 

         

          
 

②受講者選考にあたっての方針 

・本研修受講が指定基準により義務付けられている事業所の受講状況の把握方法などを

中心とし、管内市町村との連携方法について具体的に記載すること。 

 
６ 認知症対応型サービス事業管理者研修 

①実施計画（記入例） 

 

１回あたり

の受講（予

定）者数 

（人） 

 

 
 

カリキュラム 

 

 
 

実施場所 

 

 
研修

時間 

年次別の実施予定回数と受講 

（予定）者数 

 

 
 

計 令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

 

 

50人 

 

 

別紙（４） 

○○県

研修所 

 

 

９ 

時間 

 
３回 

 
150 

人 

 
３回 

 
150 

人 

 
３回 

 
150 

人 

 
３回 

 
150 

人 

 
３回 

 
150 

人 

 
15回 

 
750 

人 

 
②受講者選考にあたっての方針 

・本研修受講が指定基準により義務付けられている事業所の受講状況の把握方法などを

中心とし、管内市町村との連携方法について具体的に記載すること。 

 
７ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 



 

①実施計画（記入例） 

 

１回あたり

の受講（予

定）者数 

（人） 

 

 
 

カリキュラム 

 

 
 

実施場所 

 

 
研修

時間 

年次別の実施予定回数と受講 

（予定）者数 

 

 
 

計 令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

令和 

○ 

年度 

 

 

30人 

 

 

別紙（５） 

○ ○ 県研修

所 

 

 

９ 

時間 

 
２回 

 

 
60人 

 
２回 

 

 
60人 

 
２回 

 

 
60人 

 
２回 

 

 
60人 

 
２回 

 

 
60人 

 
10回 

 
300 

人 

 
②受講者選考にあたっての方針 

・本研修受講が指定基準により義務付けられている事業所の受講状況の把握方法などを

中心とし、管内市町村との連携方法について具体的に記載すること。 

 
８ 認知症介護指導者養成研修 

①指導者養成計画（記入例） 

 

令和○年度 

 

令和○年度 

 

令和○年度 

 

令和○年度 

 

令和○年度 
令和○年度 

までの計 

令和○年度 

までの計 

 
３人 

 
３人 

 
３人 

 
３人 

 
３人 

 
14人 

 
29人 

 
②受講者選考にあたっての方針 

・受講候補者の職種、介護実務経験年数、所属する施設・事業者の所在地及び「認知症

実践研修」等の研修事業に関する活動実績等を勘案した各都道府県等における受講者

選考の方針について具体的に記載すること。 

 
９ 認知症介護指導者フォローアップ研修 

①フォローアップ計画 

令和○年 

度 

令和○年 

度 

令和○年 

度 

令和○年 

度 

令和○年 

度 

令和○年度 

までの計 

令和○年度 

までの計 

２人 ２人 ２人 ３人 ３人 ３人 15人 



 

 

②受講者選考にあたっての方針 

・研修事業に関する活動実績等を勘案した各都道府県等における受講者選考の方針につ

いて具体的に記載すること。 

 
10 その他研修の推進に必要な事項 

 

 


